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これまでの住宅政策は、住宅建設計画法に基づいて住宅建設五カ年計画を

策定することから始まっていた。その計画は公庫、公営、公団の 3本柱を基

本とした公的住宅建設を中心に構築されたものであった。しかし、現在では、

住宅のストックが世帯数を上回っており、また人口・世帯数の減少と超高齢

社会の到来が目前に迫っている。国民のライフスタイルも多様化し、居住の

ニーズも変化してきている。このような状況のなかで今後の住宅政策の方向

は、市場重視を中心として確立すること。そして、住宅の質の向上とストッ

クの有効利用を推進することであろう。すでに公庫をはじめ政府関係機関は、

それぞれ改組・改編し、新しい方向に向けて再出発をしている。住宅市場に

ついては、住宅性能表示制度を活用して良質な住宅の供給を誘導するととも

に、住宅の質を考慮した合理的な価格査定など、住宅の流通に関する環境を

整備することが必要となろう。

一方、大都市地域においては、ファミリ一向けの良質な賃貸住宅が不足し

ている。この点についても民間賃貸住宅を公営住宅として借り上げ・買い取

る方式が導入されているが、こういった制度をさらに充実することを考えて

いきたい。これからは、地方自治体の役割が今まで以上に重要となる。とく

に新しく創設された地域住宅交付金の制度は、地域の実情に応じた住宅セー

フテイネットの確保のため、地方自治体の自主性と創意工夫を生かして大い

に活用されるであろう。民間の住宅市場において、とかく入居制限を受けや

すい高齢者、障害者等いわゆる社会的弱者に対しては、 NPO、民間事業者

等の活動を推進していくためにも、新しい交付金制度を含めて幅広い対策が

期待されるところである。

目次・2005年秋季号 No.58

［巻頭言］新時代に対応した住宅政策豊蔵一 I 

［特別論文］建物／街区の評価・格付けとサステナブル建築の推進
村上周三 2 

［研究論文］公共部門の効率性向上のためのレベニュー債券吉野直行 10 

［研究論文］首都圏における浸水危険’性の地価等への影響 驚藤良太 19 

［研究論文］持家資産の有無が家計の消費と労働供給行動に及ぼす影響

周燕飛 28 

［調査研究リポ 卜紹介］住宅・不動産の日独比較 三木義一 36 

エディトリアルノート 8 

センターだより一一一40 編集後記一一一40



特別論文

建物／街区の評価・格付けと
サステナブル建築の推進
村上周三

lはじめに

20世紀の後半、地球環境の劣化が進行し地球

環境のサステナビリティが懸念されるようにな

り、終盤には文明のパラダイムは大量生産・大

量消費からサステナビリティへとシフトした。

国際政治の舞台でも、 1987年のオゾン層破壊防

止に関するモントリオール議定書や1997年の地

球温暖化防止に関する京都議定書が現実のもの

となった。環境問題に関してこのような地球ス

ケールの現象を対象にした国際協定が結ぼれる

ことは画期的でbあるが、逆に言えばそれほど地

球環境の劣化が進行しているということでもあ

る。建築や都市の分野でも、これらの国際的動

向を受けて温暖化対策等の地球環境問題への対

応策の検討を進めることが強く求められている。

2環境負荷削減の方策

地球環境問題に対応するためには、地球に対

する環境負荷を減らさなくてはならない。その

ため数多くの研究や提案が過去になされてきた。

それらの中で、代表的な考え方の一つが資源生

産性文I）やエコ・エフィシェンシー（環境効

率）文2）で、これらは資源やエネルギーの利用

効率の改善により環境負荷を減少させようとい

うものである。前者の資源生産性はフォン・ワ

イズゼ、ツカーのファクタ 4文3）やシュミット・

ブレークのファク夕刊文4）の基礎になっている

考え方であり、後者のエコ・エフィシェンシー

（環境効率）は WBCSD1lやOECD2lなどの経済

団体が提唱しているものである。本稿の主題で
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ある評価・格付けシステム CASBEEは、環境

効率や資源生産性の理念を踏まえて構築されて

おり、建築・都市分野における環境負荷削減に

ついても、この考え方は大変有効である。

3建物の総合的環境性能に関する世界の

動向

地球環境問題の深刻さが広く認識されるよう

になり、建築分野でもそのための対応策を探る

動きが20世紀終盤に始まった。対応策の具体的

な形として注目を集めたものが、建築物の総合

的環境性能を、地球環境負荷削減の観点から評

価・格付けしようとするものである。 1990年に

英国で、 BREEAM(Building Research 

Establishment Environmental Assessment 

Method）文5）と呼ばれる評価システムが初めて

発表された。これは、建物の環境性能を地球環

境負荷削減の観点から評価し、 Pass/Good/

Very Good/Excellentの4段階に格付けする

ものである。 BREEAMに限らずこの種の評価

ツールは、評価・格付けと同時に設計支援ツー

ルとしても利用される。最初に発表された

BREEAMはその趣旨の明快さやシステムの簡

明きが評価されて、その後に続く各種ツールの

モデルとなった。 BREEAMの発表に刺激され

て、世界各国で作成された評価システムを図 1

に示す。現在、先進国で独自の評価システムを

持たない国は少ないという状況に至っている。

例えば米国では、 LEED(Leadership in 

Energy and Environmental Design）文6）と呼ば

れるシステムが爆発的に普及しつつあり、中国



では、 2008年の北京オリンピックのために

GOBAS (Green Olympic Building Assess-

ment System）と呼ばれるシステムを作り、オ

リンピック施設のグリーン化に努めている。世

界の主要な 4つの環境評価システムを選び、そ

の評価項目の内容を表 1に示す。

建物の環境性能評価は、地球環境問題の改善

に貢献するために始められたものである。その

成果は具体的には、評価・格付けのプロセスを

通したサステナブル建築の普及として実現され

る。これを達成するための最も大事な点は、評

価・格付け結果の開示により、優れたサステナ

フツレ建築を設計・建設するためのインセンティ

ブを刺激することである。そのプロセスを図 2

に示す。

4日本で開発された評価システム

CASBEEの理念・枠組みとその適用

日本でも建築物の総合環境性能評価システム

作成の動きが、国土交通省の主導で2001年にス

むらかみ・しゅうぞう
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タートした。海外の各国に比べ、スタートは遅

かったがその後の展開は早かった。日本発のシ

ステムは CASBEE(Comprehensive Assess-

ment System for Building Environmental 

Efficiency）と呼ばれ、 2002年に新築の事務所

建築のみを対象にした最初のツール「CASBEE-

新築3）」を発表した文9),11）。その後評価対象建

物のタイプを拡大し、各種のツールの開発を続

け、既存建築、改修などのためのツールを中心

として、図 3に示すように CASBEEファミリ

ーを構成するに至っている文8),11), 12), 13), 14）。

図1一世界の建築物の環境性能評価ツール

表 1一代表的な評価ツールの評価項目の比較

BREEAM LEED GBTool文7) CASBEE 

発祥 イキ、リス アメリカ カナダ 日本

経過
1990年（初版） 1996年（草案） 1998年（初版） 2002年（初版）

2002年（最新） 2002年（最新） 2002年（最新） 2003年（最新）

I マネジメント 1.敷地計画 1.資源消費 Q環境品質・性能

2.健康と快適性 2.水消費の効率化 2.環境負荷 Ql.室内環境
3.エネルギー 3.エネルギーと大気 3.室内環境 Q2.サーピスf性能

4.交通 4.材料と資源の保護 4.サーピス品質 Q3.室外環境（敷地内）
評価 5.水 5.室内環境 5.経済性 L環境負荷項目 6.材料 6.草新性および設計・ 6.運用以前での管理 Ll.エネルギー

7.土地利用 建設プロセス 7.近隣環境 L2.資源・マテリアル
8敷地の生態系 L3.敷地外環境
9.汚染

BEE環境性能効率Q/L
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図2ー評価・格付けとサステナプル建築推進のプロセス

建築の評価・格付け

繍時結果の開示

嚇鳴がサステナプル建築のマーケットの形成

難時建物主、設計者やユーザーに対してより優れた
サステナブル建築開発のための強いインセンテイプ
を与える

欄係争マーケットメカニズムを通したサステナプル建築の
普及

CASBEEの開発に際しては、次に示す 3つ

の理念を、システムの骨格としている。

①建物のライフサイクルにわたる評価が可

台Eなシステムとする。

②環境負荷L (Load）と居住環境の品質

Q (Quality）の両者を評価対象とする。

③環境効率の考え方に基づき、建物の環境

効率 BEE(Building Environmental Effi-

ciency）を導入する。

以下にこれらについて解説する。

4.1 CASBEEにおけるライフサイクルにわたる

評価

世界の建築物の環境性能評価手法においては、

一般的に新築建物を評価対象にしている。しか

しストックの時代といわれる今日、既存建築や

改修に着目した評価を行うことが強く求められ

ている。 CASBEEでは、図 4に示すように、

建物のライフサイクルにわたって 4つの基本ツ

ールを整備する枠組みとしており、既にツール

1～3の開発を終えている。ライフサイクルに

わたる評価という視点を明確に導入している評

価ツールは世界でCASBEEのみである。

4.2 CASBEEにおける環境負荷 Lと環境品質Q

の評価

建物の環境性能評価の運動は、もともと地球

環境問題の深刻化を受けてスタートしたもので

ある。従って評価対象に環境負荷Lの削減を盛

り込むことは当然のことである。一方、人類は

一般に全時間の70～90%を屋内で過ごしている。

従って屋内の居住環境の水準の良否は人類にと

って極めて大きな意味を持つ。シックハウスに

居住していたのでは、人類のサステナビリティ
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は覚束ない。従って CASBEEでは、評価対象

としてLとQの両者を含んだシステムを構成し

ている。 LとQの2つの視点を明確に分離して

システムを構成しているのは CASBEEのみで

ある。

4.3建物の環境効率 BEEの導入

前述のように、資源生産性や環境効率の考え

方は、環境の質を維持しつつ環境負荷を減らす

ための考え方として世界的に高い評価を得てい

る。 CASBEEでは、これらの考え方を参考に

して、建物の環境効率BEEを導入した。 BEE

は建物の環境評価の分野で他に例を見ない独創

的なものであり、その理念の明快さ、簡明さは

世界で高い評価を得ている。建物の環境評価と

いう行為が一般社会の理解と賛同を得るために

は、その結果がわかりやすい形で開示されるこ

とが大切である。その意味でも、例えば図 6、

図8に示すように、結果が簡単な数字で表示さ

れる BEEは有効で、国の内外で広い支持を集

めるに至っている。

以上のように CASBEEはBREEAMの流れ

を汲む既存の評価システムに比べ、それまでの

評価ツールに縛られない多くの独創的な長所を

含んでいる。この研究分野の世界的権威である

カナダ、プリティッシュ・コロンビア4）大学の

レイモンド・コール5）教授は、 CASBEEを評

して「BREEAMの発表以来、この分野で初め

てConceptualRevolution （理念的革命）と呼

びうる成果が達成された」と述べ、その独創性

を高く評価している。

4.4仮想、境界の導入としとQに基づく BEEの定

義

CASBEEでは、 LとQの評価のために、図

5に示すように敷地境界に沿って当該建物を囲

む形で仮想境界を設定している。この仮称境界

の外は、当該建物の建築主や設計者にとって他

人の財産でいわば公的なものである。仮想、境界

の内側は、建築主や設計者にとって裁量可能な

空間で、私的なものである。 CASBEEでは、

仮想境界の外側への環境影響を環境負荷Lとし



図3 CASBEEファミリーの構成

II CASBEEファミリー l
基本ツ－

CASBEE企画（Tool-0)

融盤
仁盃日

ヒートアイランド詳細評価

図4 4つの基本ツールと建物のライフサイクル

I~ プレデザ
設計段階

ポストデザイン段階

イン階段 竣工段階運用段階改修段階

CASBEE企画 Tool-0 

CASBEE一新築※ Tool 1 

CASBEE既存 Tool 2 

CASBEE－改修 Tool-3 

※！日称環境配慮設計（DfE）ツ」ル

図5ー仮想、境界に基づく環境負荷（L）と環境品質・

性能（Q）の定義

仮想境界

......... ~ 
資源消費、ん『
C02排出 、ーJ

など

図6-CASBEE名古屋に基づく評価の事例

4.5 CASBEEの利用

CASBEEは、自治体や民間分野で

既に広く利用されるようになった。

CASBEE－新築は、名古屋市、大阪
注） 2004年4月～2005年3月の問、名古屋市に確認申請の出された2α肋n＇以上

市、横浜市などの自治体で既に実用に の建物について。

供されるに至った。これらの自治体で

は、 CASBEEの標準版をベースに、国土交通

省と協力して各自治体独自の条件を組み込んだ

ツールを開発している。それぞれCASBEE－名

古屋、 CASBEE大阪、 CASBEE－横浜等と呼

ばれている文10),14）。 CASBEE－名古屋による評

て評価し、仮想境界の内側の居住環境

性能を Qとして評価する。さらに

BEEをQ/Lとして定義する。すなわ

ち、 BEEはより良い居住環境Qを、

より少ない環境負荷Lで達成すること

を評価するための指標となる。 ω
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L （建築物の環境負荷）
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価結果を図 6に示す。名古屋市では条例で大規

模建築物に CASBEEによる自主評価を義務づ

け、評価結果をウェブサイト上に実名入りで開

示している。評価結果の平均は概ね対角線上に

位置している。大阪市でも同様の取り組みを実

建物／街区の評価・格付けとサステナブツレ建築の推進 5 



図7-CASBEE街区／地域における評価対象の概念図

街区／：地域スケールの仮想境界：
LR；・（全体） ＼ 

表2一CASBEEー街区／地域における

評価項目

4← QR; （全体） ＼ 
Ql 自然環境（微気候・生態系）

Q2 街区／地域のサーピス性能

Q3 地域社会への貢献

（歴史・文化、景観、地域活性化）

L2 社会基盤への負荷低減

’ じ立主ζ丘主主計 ’ 
L3 地域環境マネジメント

，＿ーー・－-----.J 

建築スケールの仮想境界
LR; （全体）ー→参

‘・司司・ーーー・・・・・・・・・・ーー・・・・ーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーー・ーーー司司”

~評価対象外

施に移している。

民間でも CASBEEの利用は広がりつつある。

例えば、 NEC、トヨタ自動車など一部の企業

では、本社ビル等の CASBEE評価結果を自主

的に公開している。

5 CASBEEファミリーの展開

図3に示したように CASBEEはファミリー

として各種のツールが整備され、様々の目的で

利用される体勢が整ってきた。前節でCAS

BEE開発の 3つの主要理念について解説した

が、この理念はすべての CASBEEに共通に適

用されている。今年度発表されたツールが

CASBEE－改修と CASBEE-HI(HIはヒート

アイランドの意味）で、いずれも緊急性の高い

テーマとして優先的に開発が進められた文11）。

来年7月の完成を目指した開発中のツールが、

CASBEE－住宅と CASBEE－街区／地域（仮称）

である文11）。既存の CASBEEの中に、集合住

宅の評価ツールは含まれているが、戸建て住宅

の評価ツールは含まれていない。 CASBEE－住

宅の開発はこの部分を補うものである。

6 CASBEEによる街区／地域の評価

2004年12月、内閣官房都市再生本部より、都

市再開発等に関連して街区スケールの空間の評

価システム開発の要請が出された文15）。期限は

2年以内と彊われている。 CASBEE開発チー

ムは街区スケールの評価ツール開発の準備を進

めていたが、この決定を受けて正式に開発をス

タートさせた。 CASBEE－街区／地域（仮称）

6 季刊住宅土地経済 2005年秋季号

における仮想関空間の考え方を図 7に示す文11）。

図中、斜線で示した部分は建物を意味し、これ

らは既往の CASBEE－新築等を用いて評価され

る。点線で示した仮想境界の内側の建物を除い

た部分がCASBEE－街区／地域の評価対象とな

る屋外環境である。すなわち CASBEE－街区／

地域は、表 Iに示す CASBEEの評価項目のQ

3 （敷地内の屋外空間）と L3 （敷地外空間）

に特に着目した評価システムである。表 2に

CASBEE街区／地域の評価項目の概要を示す。

複数の建物が集まってできた屋外空間には、

単体の建物の屋外空間の集積とは異なるコンセ

プトに基づく環境設計が可能となるはずである。

CASBEE－街区／地域はこの点を積極的に評価

できるシステムとすることにより、より優れた

街区／地域を開発するためのインセンティプを

付与することを目指している。 CASBEE－街

区／地域は評価・格付けツールであると同時に

設計支援ツールでもある。街区／地域スケール

の評価システムは世界に類を見ないもので、今

後の街区の設計、再開発や団地再生に活用され

ることが期待される。

次に CASBEE－地域を用いた評価事例を図 8

に示す文11）。対象は愛・地球博の敷地で、万博

協会の要請を受けて2005年3月に評価を実施し

たものである。 CASBEE－地域は今後さらに改

善される予定であるので、今回は CASBEE－地

域（万博） 2005.03版として発表している。図

8はBEE（街区／地域）の評価結果である。

愛・地球博における地域ぐるみの環境計画が評

価され、 BEEの値は4.1と大変高くなっている。
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7おわりに

建築分野では従来完成した製品の性能を示す

ことは十分には為されてこなかった。建築の環

境性能情報は建築主にさえ知らされることは少

なかった。工業製品としては奇異なことである。

CASBEEの開発により、建物の評価・格付け

情報が当事者を含め広く一般社会に提供される

仕組みが整った。情報開示という意味で望まし

いことである。今後の CASBEEの普及により、

サステナブゃル建築の推進という形で、建築分野

が地球環境問題の改善に貢献できることを願っ

てやまない。
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エディトリアルノート

吉野直行論文（「公共部門の効 力を強める結果になる。つまり、 といった二大河川の流域や神田川

率性向上のためのレベニュー債 この債券による資金調達の際に、 の小河川流域を分析対象にしてお

券J）は、アメリカで用いられて コストとベネフィットの厳正な比 り、山手線の内側の地域は除かれ

いる財源調達手段であるレベニュ 較を政府に要請することが期待さ ている。地価のデータは地価公示

一債券の日本での導入について、 れている。 を用い、主にその対象は住居系の

興味深い提言をしている。レベニ しかし、公共サーヴィスに期待 対象地域を選んでいる。通勤時間

ュー債券を導入することで、効率 される外部効果やその排除不能性 や容積率等によってデータをコン

の高いインフラ整備を可能にし、 のために、十分な収入が得られな トロールしたうえで、浸水区域に

逆に非効率なプロジェクトを排除 いという点を考慮すると、プロジ その地域が含まれているかどうか

する機能があると論じている。 ェクトからの十分な収入が生じる によって、地価がどのような影響

社会資本の効率性が1980年代以 ことを想定するのは、公共プロジ を受けているかを分析している。

降低下していることを背景にして、 ェクトの定義に反するのではない 浸水経験がある地域の地価は、

どのようにすれば、財政の赤字や だろうか。つまり、こうした十分 有意に低下していることが明らか

社会資本の効率性の低下をチエツ なインカムゲインが実現できるの にされている。しかし、東京都の

クできるかという点が重要な論点 であれば、そもそもこの事業は民 発表している浸水区域のダミー変

になっている。論文の中では、簡 間部門で供給されるのではないだ 数が必ずしも有意となっていない

単なモデルが展開されており、地 ろうか。もし債券を発行できるだ 点は、注目に値する。これは、過

方政府と中央政府が存在しており、 けの十分な収益が実現できるよう 去の履歴のほうが地価に有意な影

社会資本を用いて生産が行なわれ な事業であれば、民間部門に任せ 響を及ぽすという意味で、消費者

る経済モデルを用いて議論が展開 たほうがむしろ効率的なのではな がマンションや土地を購入する際

されている。ここでレベニュー債 いTごろうカ〉。 に、過去の浸水履歴を重視するこ

を発行することによって、効率的 ⑨ とを意味している。

な社会資本の整備が実現でき、ま 斎藤良太論文（「首都圏におけ マンション分譲価格についても、

た地方財政の赤字をチェックでき る浸水危険’性の地価等への影響J) ほぽ同様の結果が得られているが、

ると論じられている。 は、重大な都市災害のひとつであ 都の河川浸水区域については有意

このレベニュー債券のもとでは、 る浸水害のリスクを、地価のへド な結果は得られていない。階数ご

プロジェクトの効率性が債券価格 ニック関数を推計することによっ とにマンションの分譲価格が受け

に反映される結果、プロジェクト て分析した貴重な研究である。こ る影響がどの程度異なるかを分析

が効率的でない場合には、債券価 の研究では、興味深いいくつかの したが、高層階のほうが負の影響

格が下落して投資家はキャピタル 実証結果が得られており、今後の が小さくなるという結果は必ずし

ロスを負うことになる。また逆に、 こうした研究蓄積の契機となる論 も得られなかった。

プロジェクトが効率的な場合には、文であると考えられる。 一般に、高層階のほうが良い景

債券価格が上昇する結果、投資家 斎藤論文は、浸水予想区域にあ 観が得られるとの理由から、分譲

はキャピタルゲインを得る。 る地域の地価やマンション価格が マンションの価格は高くなる傾向

こうしたことが予想されるため、 どの程度下落しているのかを分析 にある。この影響を変数として導

投資家はプロジェクトの選別を厳 するとともに、過去に浸水した履 入したうえで、マンション価格を

格にするために、プロジェクトの 歴が地価にどのような影響及ぽす 推定する際の説明変数として、そ

透明性を確保するための政治的圧 かを分析している。多摩川、荒川 のマンションの階数と浸水ダミー

8 季刊住宅土地経済 2005年秋季号



変数をクロスさせることによって、資産価値の上昇は将来の恒常所得 変数として、プロビット・モデル

より正確な分析ができるのではな の上昇を意味する結果、貯蓄の減 を推計している。それによれば、

し＞t三ろうカ〉。 少や消費の増大をもたらすと考え 1956年以降生まれの人聞を対象に

最後に、地価への影響とマンシ られる。このように、持家資産を すると、やはり持家確率が上昇す

ョン分譲価格への影響を比較して、保有しているか否かが貯蓄に異な ることによって、共働きの確率が

地価の影響の 3倍から 4倍程度大 る影響を及ぼすことから、分配効 上昇することが報告されている。

きい値が、分譲マンション価格の 果に注意しなければならないこと これは、持家世帯がデフレを経験

低下に表れているという結果につ になる。 することによって、被ったキャピ

いては、単純に地価の低下がマン 周燕飛論文 (f持家資産の有無 タルロスや恒常所得の減少を補う

ション価格の低下を引き起こして が家計の消費と労働供給行動に及 ために、共働きを選択するという

いるというよりも、むしろ浸水に ぽす影響J）は、 90年代以降に起 メカニズムが反映されたものと解

よって、マンション本体も甚大な こった資産デフレが、持家資産を 釈されている。

被害を受けることが予想される結 所有している家計と所有していな コホート・データを用いること

果、それが新規のマンション価格 い家計との間で、どのように異な によって、興味深い分析がなされ

の低下を引き起こしている、と考 る影響を及ぼしたかを分析した論 ているが、注意しなければならな

えるべきではないだろうか。 文である。分析は、コホート・デ いのは、いつの時点で住宅を購入

さらに、浸水被害のある地点と ータを用いて、 1956年以前生まれ したかがデータとして入手できな

地震等によって深刻な被害が発生 の人たちとそれ以降の人たちとの いために、世代聞のさまざまな経

すると予想される木造密集住宅地 間に、消費行動や労働供給にどの 済環境の違いのすべてが、消費の

域等の相関がかなり高いのではな ような相違があるかを分析してい 変化を説明することになってしま

いだろうか。こうした相関を考え る。 う点である。

ると、単純に浸水のための被害だ ここで1956年以前の生まれの人 たとえば、 1956年以降生まれの

けでなくて、他のリスクのために 聞とそれ以降の人間とを比べるの 人たちが住宅を取得した時期には、

地価やマンション価格が下がって は、後者の人間たちが住宅を購入 住宅金融公庫の融資額の増額や大

いることも予想される。 した後で資産デフレを経験したこ 幅な住宅ローン減税が準備されて

⑨ とによって、債務超過に陥った可 おり、かなり所得水準の低い人た

地価の上昇が貯蓄率に影響を及 能性が高い点を考慮したものであ ちも住宅を購入したと考えられる。

ぼすか否かという点は、マクロ的 る。内生性を考慮して持家確率を その結果、所得水準の低い人たち

な観点からも依然として重要な問 変数として導入したうえで、持家 の消費水準は当然低い結果、こう

題である。よく知られているよう 確率の上昇が消費を高めているか した消費の低下をもたらしている

に、金融市場の不完全性を前提に 否かを分析している。 と考えることもできる。また、資

すると、地価の上昇は頭金の増大 この結果、第 1に、持家確率の 産デフレを経験した人たちは、同

をもたらす結果、貯蓄に対するイ 上昇が消費を低下させていること、 時に失業も含めて所得水準の低下

ンセンティプを高める。これは将 すなわち1956年以降の生まれの人 も負っている世代である。したが

来持家を購入する人たちの行動で たちを対象に推定した場合には、 って、持家確率という変数だけで

あるが、すでに持家を保有してい それ以前には見られなかった負の なく、消費の低下には、多くの他

る人たちには異なる効果が予想さ 影響が観察されている。 の変数の影響も含まれているよう

れる。こうした人たちにとっては、 第 2に、共働きか否かを非説明 に思われる。 (YF) 
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研究論文

公共部門の効率性向上の
ためのレベニュー債券

吉野直行

はじめに

本稿では、資金調達手段のなかでレベニュー

債券（RevenueBond ：事業目的別収入債券）

を導入することによって、効率のより高いイン

フラ整備が可能であることを示したい。さらに、

レベニュー債券の適用可能性についてふれたい。

また、すべての事業をレベニュー債券で賄う

のではなく、ナショナル・ミニマムを限定して

定義し、その水準までは、固からのサービス提

供を受げることが必要であると考える。しかし、

このナショナル・ミニマムの定義も、最小限の

水準としなければ、新幹線も高速道路もナショ

ナル・ミニマムとなってしまい、歯止めが利か

なくなってしまう。本稿では、レベニュー債券

の導入により、政府の財政赤字が発散してしま

う悲劇を回避することが可能であることを示す。

最後に、レベニュー債券の適用が可能な公共サ

ービスの対象について言及したい。

l証券化による債券市場の発展

これまでは、公的セクターが実施するさまざ

まな業務内容の効率性（あるいは収益性）は、

必ずしも外部的にはわからない場合が多かった。

その理由は、収益が上がらなかったり、効率が

悪いにもかかわらず、国民のために必要である

からという理由により、公的部門が（新幹線・

高速道路などのインフラ整備や住宅金融を含

む）さまざまな公共サービスを提供してきたか

らである。

10 季刊住宅土地経済 2005年秋季号

住宅を例にとると、高度成長期には、民間金

融機関は旺盛な民間企業の設備投資等の資金を

提供することで手一杯であったため、貸出は企

業向けが中心で、個人向けの住宅建設に貸出を

回す余裕はほとんどなかった。このため、中堅

所得者であるサラリーマンなどが、個人の住宅

建設が容易にできるように、個人向けの住宅資

金を、長期・低利に提供する住宅金融公庫が設

立された。

しかし、貸出先の企業の資金需要が低迷して

いる現状と、日銀のゼロ金利政策により金利が

低い状況では、政府系の住宅金融公庫よりも民

間金融機関のほうが低い利子率で住宅ローンを

提供できるようになり、住宅金融公庫の資金需

要は極端に減少してしまった。今後は、住宅金

融公庫は、民間金融機関の貸出債権の証券化支

援機関として、民業補完を目指して活動してい

く方向となっている。

同様の動きは、中小企業金融にも見られる。

これまでは、個別の中小企業は、住宅ローンと

異なり、それぞれの属性が異なるため、住宅の

ような証券化は困難と思われてきた。事実、証

券化の先進国である米国では、住宅債権の証券

化（流動化）は進んでいたが、中小企業向けは、

民間金融機関が中小企業に貸出す際の信用保証

が主流であった。

わが国では、中小企業の属性を判断できるデ

ータ（CreditRisk Database: CRD）が蓄積

されてきている。個々の中小企業はそれぞれ業

種や地域も異なるので類型化は困難と思われて



いたが、こうしたデータを利用することにより、

中小企業の貸し倒れリスク等を計算することが

できるようになってきている。データを時系

列・クロスセクションで見ることにより、中小

企業の特徴を計量的に把握することができるの

で、中小企業の格付けを、大企業とある程度ま

で同様に行うことも可能となってきている。言

い換えると、金融機関からの借入をしている中

小企業の格付けを行なうことも可能となってき

ている。こうした動きにより、これまでは不可

能と思われていた中小企業貸付債権の証券化が

可能ということを意味している。

同様の証券化手法を、公共部門の提供するサ

ービスにも応用しようという案が、レベニュー

債券である。

社会資本の効率化は必要でトあるものの、効率

的な社会資本整備を行なうインセンティブを働

かせることは、なかなか困難であった。これに

対して、レベニュー債券は、それぞれの事業の

収益から債券の金利と元本が返済される債券で

ある。したがって、投資した目的の事業の採算

性が債券の価格に反映される。つまり、事業の

採算が合わない場合には、当該事業の債券を購

入した投資家がすべての責任を負うので、事業

主体の国や地方政府には赤字が溜まらない。ま

た、事業の採算性が高ければ、投資家には、多

くの利子が支払われる債券でもあり、無駄な公

共サービス（公共投資など）を減らす誘因にも

なると思われる。

すべての事業をレベニュー債券で賄うとすれ

ば、事業がまったく進まない地方が出てくるの

ではないかという懸念がある。どの地域に住ん

表1 主な債券・株式の状況

債 券 市 場

年
普通国債 公募地方債 政府保証債 金融債

1985 134.431 6.059 16.443 43.514 

1990 166.337 7.270 19.594 67 .662 

1995 225.184 10.296 21.837 76.080 

2α）（） 367.554 16.459 26.354 48.168 

2004 620.572 27 .168 39. 785 26. 742 

よしの・なおゆき

1950年東京都生まれ。 1973年東

北大学経済学部卒業。ジョン

ズ・ホプキンス大学 Ph.D。ニ

ューヨーク州立大学助教授など

を経て、現在、慶慮義塾大学経

済学部教授。

著書：「現代マクロ経済介析j

（東京大学出版会）、「公共投資

の経済効果j(日本評論社）ほか。

でいても、ある程度の生活水準を保証するナシ

ョナル・ミニマムは存在する。ナショナル・ミ

ニマムの水準までは、国民は租税で集めた資金

で負担することが必要である。現在の日本の多

くの地方では、すでに基礎的なナショナル・ミ

ニマムがほぼ達成されているのではないかと思

われる。そのため、現在行なわれている多くの

事業は、レベニュー債券のような資金調達方法

をとり、財政規律を公共事業にもたらすように

していく必要があるし、一般財政が逼迫してい

る地方公共団体でも、収益のあがる事業を起こ

せば、レベニュー債券によって市場から資金調

達ができることになる。

2日本の債券市場の規模拡大

わが国では、表 1に示されるように、債券市

場は急速に発達してきている。債券市場の大き

な割合は、国債市場である。地方政府の発行す

る地方債も、近年では急速な勢いで増加してい

る。従来は、金融機関等によるシンジケート団

引受けが大半であった国債も、市場で取引され

る比率が拡大している。市場で取引される国債

に関しては、 2002年より個人向け国債が発売さ

れ、 2006年からは、従来の変動金利の個人向け

（兆円）

株式市場

普通社債
東証時価総額

東証第一部 JASDAQ 

NA NA 182.697 NA 

11. 937 379.231 365.155 11.825 

27 .316 365. 716 350.238 14.535 

54.018 360.555 352.785 10.2泡3

62. 712 364.555 353.558 12.356 

公共部門の効率性向上のためのレベニュー債券 II 

nishimura
テキストボックス
（吉野氏写真）



表2 貸出・債券・株式市場、企業間信用

（囲内非金融部門： 2004年12月末現在） （兆円）

民間金融貸出 570.934 

うち住宅 128.336 

うち消費者金融 36.793 

うち企業政府向け 405. 774 

公的金融貸出 309. 754 

うち住宅 54.206 

株式を除く有価証券 766.930 

企業間信用 221.902 

国債に加えて、金利が変動しない個人向け国債

も販売が開始される。

表2は、貸出市場・債券市場・株式市場を日

本銀行の資金循環勘定から比較したものである。

従来は、貸出市場が大きなシェアを占めていた

が、最近では、債券市場・株式市場の比率も高

くなっていることが見て取れる。

こうした債券市場の拡大により、レベニュー

債券などの公共部門のプロジェクトや公共サー

ビス提供のための原資を集めるための債券を発

行し、対象となる事業からの収益で金利と元本

を返済する仕組みが成立できる可能性は整いつ

つあると思われる。

発達している債券市場の購入者としては、国

債の場合には、民間金融機関（預金受入れ金融

機関、保険会社）、郵便貯金などが大半で、年

金基金なども中期・長期国債の購入を行なって

いる。また、さまざまな国債の取引手法も整備

されてきている。

3公的部門の赤字拡大と効率性の低下

1965年に赤字国債がはじめて発行されたが、

1966年の国の債務残高は GDP比率で2.2%に

すぎなかった。 1990年でも、国の債務残高の

GDP比率は37.0%しかなく、財政の健全性は、

ある程度保たれていた。しかし、図 1の折線の

ように、 90年代に急激な勢いで増加し、 2004年

度には GDP比143.6%にまで上昇している。

本稿では、資金調達手段のなかで、レベニュー

債券を導入することによって、効率のより高い

インフラ整備が可能であることを示したし、
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また、すべての事業をレベニュー債券で賄う

のではなく、後述のようにナショナル・ミニマ

ムを限定して定義し、その水準までは、固から

のサービス提供を受けることが必要であると考

える。しかし、このナショナル・ミニマムの定

義も、前述したように最小限の水準としなけれ

ば、新幹線も高速道路もナショナル・ミニマム

となってしまい、歯止めが利かなくなってしま

う。ナショナル・ミニマムを定義することも、

必要で、あると思われる。

財政赤字の増大の要因は、歳出の増加と、歳

入の減少である。まず、歳出面を見ると、図 1

の上部に見られるように、①高齢化等に伴う社

会保障費の増大は全支出の24.1%にまで増大し

ている。②地方交付税も2004年度で20.1%、③

国債の利払いなどの国債費は、 21.4%にのぼっ

ている。④さらに90年代の景気対策として積極

的に使われた公共事業は、 1995年度に16.8%に

まで達していた。しかし、こうした景気対策も、

景気回復には至らなかった。

また、 90年代には、数次にわたる減税（特別

減税）がなされ、税収も減少している（図 1の

下部）。消費税も1997年に 3%から 5%に引き

上げられ、一時的に税収は増加したが、消費税

も可処分所得の伸び、が下がったため減少に転じ、

景気低迷による所得税・法人税の減少により、

図1の下部のように税収は2000年から減少して

いる。

表3は、社会資本と民間資本の限界生産性の

変化を調べたものである（吉野・中東2002）。

これによると、 50年代から70年代初めまでは高

かった社会資本の限界生産力も、 70年以降は低

下しており、とくに90年代からの低下は著しい。

数次の景気対策が、社会資本の生産性の低下に

よって景気回復をもたらさなかったことを示し

ている。高度成長期には、公共投資も、幹線道

路に向げられ、生産性の増大につながった。し

かし、生産性の高い幹線道路から、効率性の低

い地域へと道路が延長されるに従って、社会資

本の生産性効果は減少している。



図1一項目別財政内訳

（兆円）
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C!:X!':Iその他の歳入（公債金除く）

E玄ヨその他の歳出
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仁二〕国債費

1980 

仁二コ公共事業関係費 ~文教および科学振興費

－・一新規財源債費

表3一社会資本と民間資本の生産性の変化

年

社会資本

民間資本

1995～ 1959 I 1960～ 1964 

0.お46 I 0.8685 

0.2468 I 0.3216 

出所）吉野・中東（2002）より抜粋。

4レベニュー債券の導入と効率的な社会

資本整備

以上のように、日本では、社会資本ストック

は、必ずしも効率的に配分されているわけでは

なかった。そこで、どのような制度設計を行な

えば、社会資本整備の効率化を高めることがで

きるかを分析したい。

社会資本の資金調達

社会資本の資金調達は、現在は、中央政府で

あれば、①租税による資金、②国債発行で調達

した資金、③財政投融資制度であれば、財投債

によって集めた資金を用いている。地方政府の

場合には、①中央政府からの地方交付税、②地

方債の発行などによって資金調達を行なってい

る。

いずれの資金調達の方法も、社会資本の効率

1985 1990 

盤璽図法人税

~社会保障関係費

圃・・防衛関係費

1975～ 1979 

0.3144 

0.0944 

1995 2α）（） 2003（年度）

匿盗21消費税

Eコ地方交付税交付金

ー凸一歳出 歳入（公債費を除く）

1980～ 1984 

0.2813 

0.0722 

1985～ 1989 

0.2416 

0.0621 

1990～ 1993 

0.0241 

0.0592 

化をうたってはいるが、制度的に効率的な社会

資本整備を必ずしも保証するものではなく、ま

た、事業主体の効率化へのインセンティプを必

ずしも働かせるわげではない。

最近、地方債のひとつとして、住民参加型ミ

ニ公募地方債がいろいろな地方で発売されてい

る。例えば、公民館や病院を建設するための目

的別ミニ公募債である。地方債の発行は、地方

の税収が減少し、中央政府からの補助である地

方交付税や国庫支出金が減少しているため、財

源の確保につながる面ではメリットがある。ま

た、購入者にとっても、ほぽゼ、ロ金利である低

金利の預貯金よりは高い金利で、元本が保証さ

れているため、地方債は好まれている。他方、

この事業目的別の公募債（ミニ公募地方債）の

売れ行きがよいと、資金が多く集まるようにな

り、それぞれの事業が遂行される。例えば、新

幹線建設のための地方債を購入することは住民

公共部門の効率性向上のためのレベニュー債券 13 



図2 国・地方政府が提供するナショナル・ミニマム

閏が提供する公共財

①外交・防衛

②警察・消防

③国家法制

④マクロ経済政策

⑤高等教育

⑥高速道路網・長距離輸送・通信施設

⑦雇用政策・失業対策

③住宅政策

⑨医療・社会保障

地方政府（県・市町村）が提供する公共財

①幼児・児童教育

②老人介護

③医療・家庭保護

④教育（小中学校、社会人教育など）

⑤土地利用計画

⑥環境・衛生

⑦上下水道・電力・ガスなどのエネルギー供給

⑧地域の災害対策

⑨地域経済対策

にとって、在来線よりも便利になるので、その

地域としては完成されたほうが望ましいと考え

る。日本全体から見ると、在来線の上を走るミ

ニ新幹線でよいと考えられるが、広軌道の新幹

線の資金がミニ公募債という形でどんどん集ま

り新幹線事業も進んでいる。

しかし、利用者数が少ない地域に新幹線を建

設すれば、赤字が毎年発生し、その赤字を、誰

かが負担しなければならない。

日本道路公団によって、政治的な力から、地

方への高速道路網が張りめぐらされ、赤字の高

速道路が建設され、その赤字をいかに解消する

かが大きな問題となっている。また、地方政府

による地方債の発行によって、道路と同じ問題

を生み出す可能性の高い無駄な事業が続けられ

ている。

ミニ公募（地方）債は、元本保証・金利保証

であるところに、問題が含まれていると思われ

る。収益性の高い事業であれば、ミニ公募債で

集められた資金で事業を推進する必要がある。

しかし、ミニ公募債で集められた資金で、採算

の悪い事業が完成してしまうと、償還のために

14 季刊住宅土地経済 2005年秋季号

将来の税負担が増すことになってしまい、結果

的に国民の負担となって将来的にもコスト増に

なる。これは、「無駄な公共事業を見直そう」

という国の動きに反することになってしまう。

後述のナショナル・ミニマムの範囲内であれば、

地方債やミニ公募債で資金調達をすることはひ

とつの方策であると思われるが、それを越える

事業に関しては、レベニュー債券方式へと変換

することが急務であると思われる。

こうした非効率で将来負担のかかる事業をど

うすれば見直せるのか。ひとつの方法が、レベ

ニュー債券であると思われる。すなわち、アメ

リカの地方政府で使われている事業目的別歳入

債券である。これは、それぞれの事業から得ら

れる収益によって、債券の金利と元本が返済さ

れる債券である。投資した目的の事業が不採算

であれば、 100万円で購入した債券は80万円し

か戻ってこないかもしれない。逆に、利用率の

高い事業であれば、 100万円を投資した債券は、

120万円となって戻ってくる。まさに、対象と

なった事業の採算に応じて、金利と価格が変動

する債券である。

レベニュー債券であれば、収益が期待できる

事業を行なおうとすれば、その収益予想の成功

率が高ければ高いほど、投資家によって債券購

入が進むことになり、どのような地域でも、事

業内容さえよければ、資金が集まり、事業が推

進されるという特徴を持っている。逆に、対象

となる事業の収益性（限界生産性）が低い場合

には、たとえ社会資本全体の効率性が高い地域

でもレベニュー債券は購入者がなく、事業が進

まないことになる。

ナショナル・ミニマム水準

ここでもうひとつ必要なことは、すべての事

業をレベニュー債券で賄うとすれば、事業がま

ったく進まない地方が出てくるのではないかと

いう懸念である。日本人として、どのような地

方に住もうが、ある程度の生活水準を保証する

ナショナル・ミニマムは存在する。ナショナ



ル・ミニマムの水準（図 2）までは、国や地方

が税金によって集めたお金を使って負担するこ

とが必要である。したがって、ナショナル・ミ

ニマムが何かを決めなければならない。

スウェーデンなどではナショナル・ミニマム

の議論が活発で、ある。スウェーデンでは政府が

提供する公共財としてナショナル・ミニマムが

定義されている。国が提供するナショナル・ミ

ニマムは、高等教育、国防、マクロ経済政策な

どであり、他方、地方政府が提供するナショナ

ル・ミニマムは、初等中等教育、育児サービス、

老人保護などである。

日本人がどこに住もうが、最低限政府がナシ

ョナル・ミニマム水準までは面倒を見る。それ

以上に対しては、先に述べたレベニュー債券に

するというやり方があると思う。そのような意

味では、日本の多くの地方では、すでに基礎的

なナショナル・ミニマムは、だいぶ達成されて

いるのではないかと思う。中央政府では公共事

業を抑えて非効率を抑制しようとしているが、

地方政府が、住民が望んでいるからという理由

で地方債を発行して非効率な事業を増やすこと

には疑問がある。

また、本州四国架橋の経済効果および福島県

と新潟県を結ぶ磐越自動車道の経済効果を、高

速道路の工事前から完成後に至る期間の、市町

村別の税収変化を用いて分析すると、工事が行

なわれているときには税収が増えるが、終わっ

たあと、再び税収は減少してしまう。本四架橋

では、さらにひどく、工事中には税収は増加す

るが、工事終了後には、工事以前よりも税収が

減ってしまっている地域がある。これはまさに

ストロー効果と呼ばれる現象である。言い換え

ると、高速道路が完成することによって、車や

高速ノfスで遠くまで通勤や買い物ができるよう

になるため、その地域の経済活動がかえって弱

まってしまうという現象である。

インフラ整備は、完成後に民間企業などがそ

の地域に立地し、それぞれの地域経済が向上す

るのが本来の目的である。今後、地域経済を考

える際には、どういう企業をその地域に呼び込

むか、戦略をどのように立てるか、資金をどう

やって付けるかといった工夫が必要であり、上

述のレベニュー債券は、前述のような無駄をな

くし、経済効果を発揮できる事業には、資金が

集まる仕組みを生み出すことになると思われる。

5レベニュー債券の導入による財政破綻

の防止

以下では、現状の国債発行や地方債発行によ

って社会資本を整備することは、財政の破綻を

招く可能性があることを説明し、レベニュー債

券を導入することによって、効率的な社会資本

整備をもたらし、財政破綻を回避できる可能性

が高いことを、簡単な数式モデルを用いて説明

する。

政府が社会資本を整備するモテ事ルを想定する。

労働CNt）、民間資本（Ki)、社会資本（Kf）を用

いて、生産CYt）が行なわれるとする。

Yt二 At×F(Nt,Kf,Kf) (1) 

ここで、 Y,N,KP,KGは、それぞれ生産高、労

働投入量、民間資本ストック、政府により建設

される社会資本ストックである。

次に、政府の予算制約式は、以下のように示

される。

ムBt=rt×Btー1+Gt一τ×Yt (2) 

中央政府の財政赤字（ムBt）は、「国債 CBtー1)

の利払い（rt×Btー1）」に「政府の支出（Gt）」

を加えたものから、税収（τ×Yt）を差し号｜い

たものとして表される。

ムBt二 ft × Btー1+Gt~r × Yt (3) 

以下では、通常の国債によって社会資本の整

備を行なった場合と、レベニュー債券によって

社会資本の整備を行なった場合を比較検討する。

次に、（3）式の両辺を Ytで割ると、次のよう

に変形される。

(Bt Bト 1)/Yt=rt×Bt i!Yt+gtτL (4) 

ただし、 gt二 Gt!Ytを表す。そして、（7）式をわ

かりやすく変形して、まとめると以下の 2つの

式になる。

公共部門の効率性向上のためのレベニュー債券 15 



Bt!Yt-Bt i/Ytー1×Ytーi/Yt

これ×Bti!Yt-1×Yt i!Yt十gt一τ1

bt btーl×1/(1＋η） 

二 ft×btI×1/(1 ＋η） +gt一τt (5) 

ここで、 b=B/Y、η＝経済成長率（(Yt-Ytーi)I 

Yト i）である。（5）式を移項すると、

bi= (1 +rt) I (1 ＋η）×bt i+gtτL 

さらに、 ft×ηが小さい値で無視できるとすれ

ば、（6）式は次のように書き直すことができる。

bt-bt I二（r1一η）Xb11+g1-TL (7) 

(7）式が、国債が増発された場合に、どのように

変化するかを調べると、

δ （~b1) Iθbt l二（rtη）

＋（δr1／δbtーI aη／δbtー1）×btI (8) 

~btニbt bt I、さらに gtとτLは外生変数であ

ると仮定している。ここで、政府の地方財政が

安定的に推移するためには、（8）式が負となるこ

とが必要である。すなわち、国債の発行が増え

ても、その増え方は減少し、国債の継続的な増

発は避けられることが、政府の財政の安定化を

もたらす。よって、（8）式が負となるためには、

次の（9）式が成立することである。

η十（δη／δbtー1）×btー1>r1＋（δft／θbト 1）×btI 

(9) 

経済成長率（η）と国債発行による経済成長率

の変化（（δη／δb1-1）×btー1）が、国債の利子率

(r1）と国債発行による利子の増加（（δr1/ab1 1) 

×bt 1）よりも大きければ、財政の悪化は防げ

ることを（9）式は示している。しかし、現状の財

政上右京では、国債の発行によって経済の底上

げを目指しているにもかかわらず、経済成長率

（η）0は低下しており、国債の金利（r1）は経済

成長率よりも高い水準になっているため、（9）式

は成立していない可能性が高い。

レベニュー債券の発行による社会資本の整備と

地方財政

次に、社会資本の整備の資金をレベニュー債

券で調達した場合に、財政の安定性は、どのよ

うに変化するかを考察する。政府の財政赤字は、

16 季刊住宅土地経済 2005年秋季号

(7）式と同様に（10）式のようになる。

~bfB= (fRBtη）×bt 1+g1－τt UO) 

ここで、左辺のムbf8は、レベニュー債券のケ

ースにおける政府の赤字の変化を示している。

右辺の fRBtはレベニュー債券の利子率である。

政府の歳出（g1）と政府の税率（τL）が外生的に決

(6) 定されると仮定すれば、

δ（ムbf8)I δbf.~＼二（fRBtη）

＋（θfRBt！ δbf.~＼一 δη／δbf.！＼）× bf.ll1 an 
となる。 (ID式においてレベニュー債券の利子率

は、 fRs＝θY/aKRsと示すことができる。とい

うのは、レベニュー債券の利子率は、当該社会

資本の限界生産性によって決定され、生産性に

応じて利子の水準が変化するのが特徴となって

いるからである。例えば、高速道路であれば、

利用する自動車の料金収入からレベニュー債券

への金利と元本返済を賄うという方法である。

ここで、一般的には、レベニュー債券により

建設される社会資本のほうが、通常の国債によ

って建設される社会資本よりも経済効果のより

高い効率的な事業に向けられることになる。と

いうのは、レベニュー債券の購入者は、債券利

子率が高い（言い換えると、社会資本の限界生

産性が高い）事業の債券を好んで購入するため、

より効率の高いレベニュー債券の購入需要が高

くなるからである。すなわち、

δη／δbf.ll1＞δη／δbト I (12) 

(12）式は、レベニュー債券（δη／δbf.ll1）のケース

のほうが、国債発行によるケース（δη／δbト 1)

よりも、経済成長率が高くなることを示してい

る。さらに、レベニュー債券は、効率のより高

い事業であれば、投資家の魅力も増すので販売

が促進される。また、レベニュー債券が増えて

いけば、徐々に効率の下がる事業を対象とした

レベニュー債券が発行されることになり、レベ

ニュー債券の利子率は低下するはずである。す

なわち、

δfRst/ abf.ll1 < Q ）
 

q《
dl
 
（
 

が成立することになる。よって、（8）式と(ID式を

比較すると、レベニュー債券の場合である（ID式



のほうが、財政の安定化に寄与することになる。 部効果が働けば、法人税・所得税・消費税・固

ネットワークの外部性が働く社会資本の場合の

レベニュー債券

次に、社会資本のネットワークが複数あるこ

とが、効率性をさらに高める場合、言い換える

と、道路と港湾の両者が整備さたり、道路網が

複数の路線にわたって整備されることにより、

単独で社会資本が整備される場合よりも社会資

本のネットワーク効果が働くことによって、生

産性が向上する場合

定資産税などの税収が完成後には増大する。

こうした社会資本のプラスの外部効果による

政府の将来的な税収増加が見込まれるのであれ

ば、その分だげは、社会資本の建設の際に、政

府による出資金を投入することも十分な根拠が

存在することになる。

外部効果の大きな事業に対しては、出資比率

も高くなり、残りの部分をレベニュー債券で調

達すれば、レベニュー債券の利子率も出資がな

い場合と比べれば高くなり、投資家の魅了を増

Yt=At×F (N t, Kf, K?t, K~t) (14) すことになる。

ここで、 Y,N, W, K?t, K~t は、それぞれ生産高、

労働投入量、民間資本ストック、政府により建

設されるひとつめの社会資本ストック、政府に

より建設される 2つめの社会資本ストックであ

る。ひとつめの社会資本ストックは例えば高速

道路であり、 2つめの社会資本ストックが港湾

であるとする。

2つの社会資本ストックが、同時に整備され

ることによって、生産性がより向上する場合、

すなわち、

δ2yt／ δK?taK~t>O U5) 

が成立する場合には、レベニュー債券を個別の

社会資本整備にのみ発行するのではなく、 2つ

の社会資本を合わせたレベニュー債券として発

行されれば、レベニュー債券の金利も向上する

ことになる。

社会資本整備の一部を出資で賄う方法

前述の議論では、社会資本のすべての財源を、

レベニュー債券で調達する場合を考察した。し

かし、社会資本のすべてをレベニュー債券で調

達すれば、金利が相当低くなってしまう事業も

存在する。

高速道路整備の建設が完成した後には、高速

道路の周りに工場が進出したり、既存の企業の

生産物や原材料の輸送時聞が短縮され、輸送効

率が向上したり、住民の移動時聞が短縮される

など、さまざまな外部効果が働く。こうした外

レベニュー債券の適用事例

前述したように、レベニュー債券は地域の社

会資本整備プロジェクトに使われる方法で、元

来はアメリカの地方政府で採用されてきた手法

だ。例えばある公共施設を造るというプロジェ

クトのために、レベニュー債券を地方政府が発

行して資金を調達する。債券を購入した投資家

には、そのプロジェクトから産み出される収益

から金利と元本が返済される。もともとはその

地域住民や地域の企業が債券の販売先で、その

施設利用で思恵を被る人たちが対象である。つ

まり公共施設を自分たちで造り、運営していこ

うという発想が根底にあるわけである。しかし

最近では、機関投資家である年金基金なども購

入している。アメリカではコロラド州デンバー

の空港建設やサンフランシスコの高速道路建設

でも使われた。

例えば道路を建設する場合、 30%の資金を税

金で賄い、残りをレベニュー債券（道路建設事

業のための債券）を発行して調達する。 70%の

資金を市場で調達することになる。返済はその

道路の収益（通行料金なりから充てられるの

で、レベニュー債券の金利返済は投下資金以上

になって戻ってくる。

よいプロジェクトであれば利用率も高くなり、

債券の金利も高くなるだろうから資金も集まり

やすい。投資家（債券購入者）は何も地元住民

公共部門の効率性向上のためのレベニュー債券 17 



や企業に限る必要はない。遠く日本から、アジ

アの途上国の発展のために一肌脱ぐという投資

家がいてもよいのではないか。

信頼できる評価システムが不可欠

これらレベニュー債券を導入するにあたって

は、そのプロジェクトが客観的に評価される仕

組みが必要となる。つまり、投資家が正しく判

断できる材料を提供する第三者機関が不可欠と

なる。いわばデータを集めてそのプロジェクト

の可能性を分析、評価する格付機関のようなも

のが必要となるわけである。

日本国内ではこれまで、日本政策投資銀行が

プロジェクトファイナンスの分野でその役目を

担ってきたし、民間の金融機関でもこうした業

務が展開され始めている。安定して信頼できる

評価システムを構築することができれば、レベ

ニュー債券の収益性に対するリスクも軽減され

ることになる。

評価は単に施設や設備の建設面（build）だ

けでなく、その後の運営（operation）につい

ても判断が下せなければならない。途上国の一

部では、運営が実力政治家のファミリービジネ

スと化して経理などが不透明だったりする。そ

うなればプロジェクトから上がる収益にも影響

が出る。建設・運用の両面について、当事国政

府にしっかりとした事業計画を出させ、継続的

に監視することが求められる。投資家へ正しく

還元される仕組みが構築されなければ、誰も資

金を出す気にはならない。

今後日本の ODAはさらに減少していくと予

想される。その少ない ODAを有効に活用する

方策としても、このレベニュー債券がインフラ

整備の建設にも利用することができると思われ

る。詳細については『新通商システム研究会報

告書.I(2005年 3月号、経済産業省）を参照さ

れたい。

＊本稿は「レベニューボンド（事業別歳入債）によ

る財政規律の構築J（『ファイナンシャル・レビュー

18 季刊住宅土地経済 2005年秋季号

2004年11月号』）をベースに、住宅経済研究会における

金本良嗣先生をはじめ参加者の先生方からのコメン卜

をもとに、新たな視点と資料に基づいて加筆したもの

である。また、本研究は、 21COEの研究の一部である。
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研究論文

首都圏における浸水危険性の

地価等への影響

斎藤良太

はじめに

都市地域において大規模な洪水がひとたび発

生すると一般資産を中心とした甚大な被害へ発

展するなど、都市地域における浸水危険性につ

いては、現在も課題が残されている。また、都

市地域で集中豪雨が近年多発する傾向にあり、

内水氾濫といった新たな都市型水害の危険性も

指摘されている。

こうした都市地域における浸水の危険性は、

環境の改善がその土地の地価を上昇させるとい

うキャピタリゼーション仮説に基づけば、その

土地の地価等に影響を与えていると考えられる。

本稿ではこの浸水の危険’性が地価等へどの程度

影響を与えているのかを分析する。

浸水の危険性を測る指標としては、これまで

の分析では、宮田・安遺（1991) は年平均期待

浸水深を、横森・平松・肥田野（1992）は実際

の浸水履歴を、市川・松下・椎葉（2002）は河

川からの距離、標高を指標としていた。本稿で

は以下の 2つの指標を用いてこの危険性を考え

る。

まず、ひとつめの指標は、浸水想定区域等で

ある。浸水想定区域等とは、国土交通大臣等が

公表する河川等が氾濫した場合に浸水が想定さ

れる区域である。これを指標とすることにより

河川の破堤による大規模な氾濫や内水氾濫に対

する危険性の影響を考える。

もうひとつの指標は、浸水実績である。先ほ

どの浸水想定区域等では、首都圏で実際に起こ

っている内水氾濫による危険性を十分に把握し

きれないため、浸水実績を指標として用いるこ

とにより浸水の頻度面からも分析を試みる。

また、浸水の危険性の及ぼす影響は、地価の

みに止まらず、戸建住宅、マンション等の住宅

市場にも影響を及ぽすものと思われる。そこで

本稿では、地価分析以外に、マンション分譲価

格に及ぼす影響についても分析する。

以上をふまえ、都市地域の代表例として首都

圏の河川流域について、へドニツクアプローチ

による浸水想定区域等と浸水実績という指標を

用いて地価等を河川流域ごとに分析することに

よって、浸水危険性が地価等に与える影響を明

らかにする。

1浸水想定区域等

国土交通大臣等は、洪水予報河川において現

在の河道整備状況、ダム等の洪水調整施設の状

況のもとで、一定の降雨により堤防が決壊した

場合に浸水する区域とその浸水深を浸水想定区

域図として公表することとなっている。本稿で

は、首都圏における大河川の破堤による浸水の

危険性を測る指標として浸水想定区域を用いる

こととする。

また、浸水予想区域は、東京都で独自に公表

しているもので、一定の降雨の下で内水氾濫や

河川の越水により浸水が起こる地域を予想した

ものである。本稿では東京都における低地部で

の内水被害、中小河川の越水を測るものとして、

浸水想定区域とともに指標として分析すること
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図2ー多摩川浸水想定区域

丸／＇＇~

；＇~ヤ
図3ー荒川浸水想定区域

にする。

ただし、浸水想定区域と浸水予想、区域では想

定雨量等の前提が異なりこれらを単純に比較す

るには注意が必要となる。

2浸水想定区域等と地価

まず浸水想定区域等が地価に与える影響を、

地価関数を推計することにより分析する。

20 季刊住宅土地経済 2005年秋季号

分析対象地域

本稿における対象地域は、首都圏中心部に流

れ込む多摩川、荒川の二大河川の本流の流域と、

その両河川の間にある神田川等の小河川流域で、

首都圏の中心部をほぼ対象とした。

具体的には、神田川、石神井JI／、白子川、隅

田川、新河岸川、城南地区河川および江東内部

河川（以下「都河川」という）の各流域、多摩

川流域（青梅市以南の市区町村で多摩川に接す

るものまたは多摩川浸水想定区域内のもの）な

らびに荒川流域（戸田市以南の市区町村で荒川

に接するもの、または荒川浸水想定区域内のも

の）とした。ただし最寄駅が山手線およびその

内側の駅である地域は除いている。

このうち都河川流域については、流域界でも

って対象地域を区分したが、多摩川流域、荒川

流域については、浸水想定区域図では支流の浸

水危険性の把握ができないため、流域界全体と

せず本流付近の市区町村界をもって対象地域を

区分した。

山手線の内側の地域を除いたのは、説明変数

を設定した際、山手線の複数のターミナル駅へ

の通勤を想定したため、山手線の内側の地域で

は適当な通勤時聞を設定できなかったためであ

る。

地価関数の推計

浸水想定区域等が地価に与える影響をここで

はへドニックアプローチを用い、土地特性に浸

水区域ダミーを加え回帰分析を行なうことによ

り、その影響を推計する。

まず、地価関数の被説明変数には、 2001年地

価公示の各地点の 1ぱ当たりの地価を利用する。

ただし地価関数のあてはまりをよくするため、

用途区分が住居系のものに限ることとする。

サンプルの地点数は、都河川流域706地点

（うち浸水区域200地点）、多摩川流域906地点

（うち浸水区域176地点）、荒川流域478地点（う

ち浸水区域372地点）であり、浸水想定区域等

の分布は図 1、図2、図3のとおりである。



このうち都河川流域は幾筋もある中小河川の

すぐ近くか低地部が浸水予想区域となっている

ため、その浸水区域、浸水深ともにかなりパラ

つきが見られる。また、多摩川流域は両岸が台

地状になっているため浸水区域が比較的狭いが、

一方荒川流域は浸水区域が非常に広くなってい

る。

一方、説明変数である土地特性については、

各河川流域の浸水区域ダミーなど表 lの変数を

用いることとした。

また、地価関数の関数型としては、単純線型、

対数線型等が考えられる。異なる関数型のフィ

ットのよさを検定する手法として box-cox変

換による検定があるが、これにより検定すると、

単純線型、対数線型ともに選択されなかった。

そこで、地価と容積率、鉄道時間、距離の関係

を個別にみてみると、地価と容積率、鉄道時間

はほぽ単純線型になっているのに対し、地価と

表1－説明変数

都河川浸水区域 都河川の浸水予想、区域内であればl、
ダミー 区域外であればOのダミー変数

多摩川浸水区域 多摩川の浸水想定区域内であれば1、
ダミー 区域外であればOのダミー変数

荒川浸水区域ダ 荒川の浸水想定区域内であればl、区
、、、一 域外であればOのダミー変数

鉄道時間 最寄駅から山の手線上のターミナル駅
（東京、新宿、渋谷、池袋）までの時間

距離

距離 最寄駅までの道路距離

容積率

用途区分ダミー 土地の用途区分で低層系（第 1種、第
2種低層住居専用地域）、高層系（第 1
種、第2種中高層住居専用地域）、混在
系（第l種、第2種住居地域）の3地

域に区分するダミー変数

都市ガスダミー 都市ガスが整備されていれば1、され

ていなければOのダミー変数

下水道ダミー 下水道が整備されていればしされて

いなければOのダミー変数

地域ダミー 都心部（千代田区、中央区、港区、新

宿区、文京区、渋谷区）、城東地域（台
東区、墨田区、江東区、荒川区、葛飾
区、江戸川区）、城南地域（品川区、目

黒区、大田区、世田谷区）、城西地域

（中野区、杉並区、豊島区）、城北地域
（北区、板橋区、練馬区、足立区）、都
内市部、神奈川県、埼玉県の8地域に
区分するダミー変数

沿線ダミー JR （中央線以外）、 JR中央線、京主、尽
成、京急、小田急、西武、東急、東武、
メトロ、都営地下鉄、その他の12の沿
線に区分するダミー変数

さいとう・りょう fこ

1973年広島県生まれ。 1997年京

都大学経済学部経済学科卒業、

周年建設省入省。初日5年東京大

学大学院経済学研究科修士課程

修了。周年 4月より、国土交通

省都市・地域整備局企画課課長

補佐。

距離の関係が単純線型から大きく外れているこ

とがわかった。これは、距離が大きくなると最

寄駅からの交通手段として徒歩以外にもパス等

が考えられるため、地価と距離との関係が単純

な線型にならないものと考えられる。このため

関数型は、以下のとおり、基本的に単純線型と

しつつ距離について box-cox変換を施すこと

とした。

3 Dt-1 
Pi ＝ α＋ ~J)';FけZ.:rmXmi+o~＋ εi (1) 

ここでpiは i地点での土地価格、 Fjiは 1地

点での j河川流域の浸水区域ダミー、 Xm1は i

地点でのm番目の土地属性（距離を除く）、 Di

はi地点での距離であり、 εは誤差項である。

推計結果

以上をふまえ地価関数を推計すると、各河川

浸水区域ダミー、鉄道時間、距離、容積率は表

2のとおりとなった。

これによると、 3河川の浸水区域いずれでも

地価への影響が負になっていることがわかる。

このうち都河川浸水区域については、係数値、

t値ともに比較的低く、その負の影響が小さく

なっているが、多摩川、荒川の両浸水区域では

係数値、 t値ともに大きくなっている。

次にこうした地価への負の影響が想定される

浸水深によって違いが出てくるのか、想定され

る浸水深により各浸水想定区域等を L （～0.5 

m）、 M (0.5～1.0m）、 H (1.0m～）に、 3

区分して分析する。推計結果は表3のとおりで

ある。

これによると、浸水深と地価への影響の大き
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表2一地価と浸水想定区域等との関係

係数 t 値

都河川浸水区域 5107 .1 -1 35 

多摩川浸水区域 -18345.2 4.26 

荒川浸水区域 ← 24986.9 -4 90 

鉄道時間 -3912.0 32.40 
距離（box-cox) 1037.6 -18.91 
). 0.5282 

容積率 161.3 4.40 

定数項 655444.7 51.10 

Number of obs二 1835
F(28, 1806) = 467. 78、AdjR2= 0. 8769 

表3一地価と想、定浸水深との関係

係数 t 値

都河川 L -1511. 7 0.32 

都河川M 一10713.0 一1.72 

都河川 H -9275.5 0.88 

多摩川L -17454 .5 2.22 

多摩川M -24464.9 3.90 

多摩川 H 13492.0 2.21 

荒川L -12647.4 1.50 

荒川M -17584.0 -2.27 

荒川 H -27101.0 5.13 

鉄道時間 -3915. l 32.27 
距離（boxcox) 1026.1 ー 18.86
). 0.5297 

容積率 163.2 4.45 

定数項 653577.9 50. 79 

Number of obs = 1835 
F(34,1800) = 386.01、AdjR2= 0. 8771 

さには明確な相聞がないようである。これは想

定浸水深の区分である50cm、 lmといった違

いによっては、地価への影響に大きな違いがで

ないこと、そもそも浸水深では浸水頻度面を考

慮してリスクが高いかどうかが測れていないこ

とが考えられる。

3浸水被害を受けた地域と地価

浸水被害を受けた地域

次に、実際に浸水被害（ほとんどが内水氾

濫）を受けた地域と地価との相関はどのように

なっているのか、その浸水の頻度が高い場合ど

のようになるのかについて次に分析する。

まず、浸水被害を受けた地域のデータは東京

都が発表している浸水実績図を用いることとし

た。したがって、対象地域は前節の対象地域の

うち東京都内のみである。当該図における浸水

実績は、水害区域面積O.lha以上または被害建

22 季刊住宅土地経済 2005年秋季号

物棟数10棟以上となる水害を対象としている。

ただし分析の簡単化のため、丁目ごとに浸水被

害の有無を集計することとした。

各年に浸水被害を受けた地点数、過去5年間

に3回以上浸水被害を受けた地点数は表4のと

おりであり、各年で地点数にかなりパラつきが

ある。

また、浸水回数を地図上でみると、浸水回数

の多い地点としては、中野区、練馬区、杉並区、

足立区、八王子市が比較的多いが、時点により

分布が若干異なっている。

推計結果

過去の浸水実績を説明変数として用いるに際

し、浸水した時期によって浸水実績をどう評価

するか、すなわち地価調査年の直前の年の浸水

実績とさらに以前の年の浸水実績とでどのよう

に区別するか、によって推計式が異なってくる。

ここでは過去5年間の浸水実績が地価にどの

ように影響を与えているかを、以下の 2つの方

法で推計を行なうこととする。ただし推計式の

P1、Xm1、D1、εiは前式までと同じであり、 Ek1

は地点 1のk年前の浸水回数ダミーである。

①過去の浸水の影響に差がない（単純に過去5

年間の浸水回数で考える）場合（方法 1) 

5 D件 1
P1＝α＋β'2:: Ek！＋~ /mXm1 + 0」正一十εi (2) 

②過去の浸水の影響が定量的に減少する場合；

ここでは 6年めに影響がゼロになると仮定

（方法 2)

5/6-k¥ D戸－1
P1 ＝ α＋β~！（－「）Ek1＋害凶n1+0~

＋εI (3) 

これにより2001年地価、 1996年地価を被説明

変数として推計した結果が表5(a）、（b）である。

方法 1、方法2のいず、れの推計によっても、

浸水回数ダミーの係数値は負の有意な値となる。

2001年、 1996年の 2時点から望ましい推計方

法の特定は難しいが、いずれにせよこの結果か

ら地価と浸水実績との聞には強い相関があり、



表4一年別浸水地点数

年

地点数

年

地点数

捌
一
郎
一
一
町
一
泊

一
一
一
四
一
肌
一

U

一竺

η
一
郎
一
四

1997 

25 

1992 

20 

3回以上浸水（1996～2000年）

55 

3回以上浸水(1991～1995年）

31 

一
一
一
三
則
一
四

表5一（a)2001年地価と過去5年間の浸水経験との関係

方法l

方法2

浸水回数

6405. 7 
(-4.19) 

7982.4 
( 4.12) 

鉄道時間

4132.2 
( 30.01) 

4141.0 
(-30.03) 

距離
(box-cox) 

1097 .9 
( 16.52) 

1083 .3 
( 16.56) 

λ 容積率

197.5 
(4.84) 

196. 7 
(4.82) 

定数項

663895. 7 
(45.66) 

664156.3 
(45.64) 

0.5324 

0.日47

Number of obs = 1485 

方法1. F(24, 1460) = 426.02、AdjR2= 0.8730、方法2:F(24,1460) = 425.84、AdjR2= 0. 8729 

表5 (b) 1996年地価と過去5年間の浸水経験との関係

浸水回数 鉄道時間 距離
λ 容積率 定数項(box cox) 

-9078.1 4021.8 1954.2 0.4657 314.4 712659.1 
( 3.38) (-21.67) ( 13.92) (5.53) (36.51) 

方法2 ｜ 一16067.2 4009.5 1930.8 0.4680 315.2 711459.0 
( -3.CD) ( 21.60) (-13.95) (5.54) (36.45) 

Number ofobs = 1476 

方法1:F包4,1451) = 267. 70、AdjR2= O. 8127、方法2. F(24, 1451) = 267 .16、AdjR2= 0.8124 

しかも浸水の頻度が高くなるほど地価に対する

負の影響は大きくなることがわかる。

次に、浸水頻度のある程度高い地域に限定し

て推計するとどのようになるかを考察する。こ

こでは過去5年間に累計3回以上の浸水実績が

あるかどうかでダミー変数をとり推計した。結

果は表 6(a）、（b）のとおりであり、これによる

といずれの年も係数値が負であり、一定以上浸

水頻度の高い地域については、地価への負の影

響が大きいことがわかる。

前節の分析で中小河川の越水や内水氾濫が想

定される都河川浸水区域の地価への影響が小さ

いとの結果が得られたが、内水氾濫による浸水

被害を受けた地域についてはその地価への負の

影響は有意にでており、とくに浸水頻度の高い

地域ではその影響が大きくなっていた。このた

め、内水氾濫に対する危険性の地価への影響が

小さいとは一概にいえず、一定の降雨の際にど

こが内水氾濫等するのかとの危険性の認知が難

しいことが、前節で都河川浸水区域の地価への

影響が小さいことの大きな理由ではないかと考

えられる。

4浸水想定区域等とマンション分譲価格

これまでみた浸水の危険性と地価との関係は、

住宅市場にも影響を及ぼすものと考えられる。

そこで、浸水想定区域等がマンション分譲価

格にどのような影響を与えているのか、分析す

る。

分譲価格関数

マンション分譲価格についても、地価分析と

同様にへドニックアプローチを用いて、分譲価

格関数の推計を行なうことによりマンション分

譲価格への影響を分析することとする。

まず、分譲価格関数の被説明変数は、 2001年

の1年間に販売開始した新築民間分譲マンショ

ンの各戸の分譲価格（RITS総合研究所調べ）

とし、対象地域は地価分析と同じ 3河川流域と

する。

サンプルとなる分譲戸数は都河川流域 2万

1082戸（うち浸水区域7958戸）、多摩川流域 1
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表6一（a)2001年地価と過去 5年間に 3回以上の

浸水経験との関係

係数 t 値

浸水3回以上 -17805.5 2.54 
鉄道時間 -4118.8 -29.78 
距離（box-cox) -944.5 -16.48 

λ 0.5546 
容積率 195.8 4.78 
定数項 658021.0 45.37 

Numberofobs = 1485 

F(24,l必O）ニ 422.40、Ad1R2= 0. 8720 

表6 (b) 1996年地価と過去 5年間に 3回以上の

浸水経験との関係

係数 t 値

浸水3回以上 -17598.8 1.45 
鉄道時間 -3993.0 -21.47 
距離（box-cox) -1827 .3 -13.87 
,< 0.4755 
容積率 32泡.2 5. 77 
定数項 705927.1 36.27 

Number of obs = 1476 
F(24,1451) = 265.61、AdjR2= 0.8115 

表7ーマンション分譲価格と浸水想定区域等との関係

係数 t 値

都河川浸水区域 -0.0002 0.12 

多摩川浸水区域 -0.0568 -24.20 

荒川浸水区域 -0.0357 15.11 

専有面積 1.0288 274.85 

階数 0.0103 68.58 

鉄道時間 -0.1163 -68.87 

徒歩時間 -0.0054 -49.16 

定数項 4.3720 259.69 

Number of obs二 40403
F(32 ,40370) = 6712 .14、AdjR2= 0.8417 

表8 マンション分譲価格と想定浸水深との関係

係数 t 値

都河川lL 0.0025 1.11 

都河川M 0.0056 2.13 

都河川H -0.0268 6.19 

多摩川L -0.0832 -20.13 

多摩川M -0.0248 7.41 

多摩川H -0.0662 -22.95 

荒川L -0.0194 4.28 

荒川M -0.0548 -12.98 

荒川H -0.0327 -13.39 

専有面積 1.0305 275.55 

階数 0.0102 67.49 

鉄道時間 -0.1166 -68.65 

徒歩時間 -0.0545 49.56 

定数項 4.3634 259.30 

Number of obs = 40403 
F(38,40364）ニ 5698.8口、 AdjR2= 0. 8427 
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万5764戸（うち浸水区域6249戸）、荒川流域 1

万7830戸（うち浸水区域 I万3988戸）である。

次に、説明変数であるが、都河川浸水区域ダ

ミー、多摩川浸水区域ダミー、荒川浸水区域ダ

ミー、鉄道時間、地域ダミー、沿線ダミーは、

地価分析と同じとし、さらに、各戸の専有面積、

各戸の階数、徒歩時間（最寄駅までパスを利用

しない場合には最寄駅までの徒歩時間、パスを

利用する場合にはパスの所要時間とバス停まで

の徒歩時間の合計）、ノTス利用ダミー（最寄駅

までパス利用する場合1、それ以外Oのダミー

変数）、ワンルームダミー（部屋タイプがワン

ルームの場合 1、それ以外Oのダミー変数）を

力日えた。

さらに、マンション分譲価格分析においては、

用途区分を住宅系に限定しないため、地価分析

の際の用途区分ダミーに商業地域、近隣商業地

域、工業地域を新たな区分として加えた。

また、関数型については、 box-cox変換によ

る検定を行なったところ、対数線型のあてはま

りがよいため、以下の式により分析することと

する。

logPi＝α十2β，Fil+L: rmlogXm1十2::6'kDk1
J m k 

＋εi (4) 

ここで、P1は物件 iのマンション分譲価格、

Fj1は物件 iの j河川流域の浸水区域ダミー、

Xm1は物件 iの対数化できるマンション各戸属

性（専有面積、鉄道時間、徒歩時間）、 Dk1は物

件 iの夕、ミ一変数等である。

推計結果

まず分譲価格関数を推計したところ、各河川

浸水区域ダミー、専有面積、階数、鉄道時間、

徒歩時間は表7のとおりとなった。

これによると、都河川浸水区域については有

意な負の値は得られなかったが、多摩川浸水区

域、荒川浸水区域では、 3.6%から5.7%程度分

譲価格が下がるとの結果が得られた。少なくと

も破堤による浸水の危険性については、マンシ



表9一階数別マンション分譲価格と浸水想定区域等との関係

階 数
都河川 多摩川 荒川

専有面積 階 数 鉄道時間 徒歩時間 定数項
浸水区域 浸水区域 浸水区域

3階以上 0.0069 0.0593 0.0364 1.0298 0.0087 0.1190 0.0民4 4.3852 

( 3.43) ( 22.37) ( 14.19) (244.91) (51.32) (-62.31) ( 47.37) (232. 70) 

2階 0.0104 0.0551 -0.0362 1.0109 0.1050 -0.0458 4.4677 

(2.13) ( 8.58) ( 5.06) (99.16) (-23.49) ( -13.90) (96.98) 

l階 0.0438 0.0257 0.0378 1.0757 0.1107 0.0494 4.1599 

(6.45) ( 3.25) ( 3. 72) (81.65) ( 18.60) ( 10.54) (69.90) 

3階以上・ Numberof obs=31411, F(32,31378) =5114.86,AdjRZニ0.8390

2階・ Numberof obs=5644 ,F(31,5612) =1106.89,AdjR2ニ 0.8!i87

l階 Numberof obsニ3348,F(31,33!6）ニ660.43,AdjR2=0.8593 

表10 分譲価格分析と地価分析の浸水区域ダミーの

ヨン分譲価格に強い負の影響を及ぽすことがわ 比較

カ〉る。

また、地価分析と同様に浸水想定区域等を浸

水深によってL、M、Hに3区分した場合の結

果は表8のとおりである。

これによると、多摩川、荒川については、浸

水深によって分譲価格への影響の度合いが明確

に変わるということはみられなかった。

ただし、都河川浸水区域については、全体で

見ると有意な負の値が出なかった中で、浸水深

が最大である都河川Hについては、有意な負の

値が推計された。中小河川流域である都河川浸

水区域においても、浸水深が大きくなれば負の

影響があらわれると考えられる。

こうした分譲価格への負の影響は各戸の階数

により違いが出るのであろうか。そこで次に、

マンション分譲価格関数を各室のある階数で分

けて推計することとする。ここではマンション

各戸を 1階、 2階、 3階以上の 3つに分け、そ

れぞれを被説明変数として 3本の分譲価格関数

を推計した。浸水の危険性が考慮されているの

であれば、低層階の推計式の浸水区域ダミーほ

ど負の影響が大きいことが考えられる。

しかし、表9によると、都河川浸水区域、多

摩川浸水区域では 3階以上より 1階のほうが負

の影響が小さくなっており、荒川浸水区域では

いずれの階でも負の影響はほとんど変わらなか

った。

この原因としては l階部分について日当たり

等でのマイナス面により他の階とは異なる価格

都河川流域 多摩川流域 荒川流域

マンション l戸当た 。0002 0.0568 一0.0357
り浸水区域ダミー

マンション敷地lm2 
当たり浸水区域ダミ 316.8 回019.1 47820.1 

一（円）

地価分析による lm2 
当たり浸水区域ダミ 5107.1 lお45.2 24986.9 

一（円）

構造になっていること、浸水した場合のマンシ

ョンへの影響が駐車場や共用部分等を通じて上

層階にもマイナスの影響を強く持つことなどが

考えられる。

こうした浸水想定区域等のマンション分譲価

格への影響を地価への影響と比較すると、その

度合いはどちらが大きいのであろうか。

ここでは、前提として浸水想定区域等の内外

でマンションの建築物には何ら変わりがないと

仮定する。すると浸水想定区域等内外の分譲価

格の変化はマンションの土地部分のみに帰属す

ると考えられる。このため分譲価格から推計し

た浸水区域ダミーがすべてマンション敷地によ

るものとして、マンション敷地 1m＇当たり浸水

区域ダミーを求め、これを表 1の地価から推計

された土地 1ぱ当たり浸水区域ダミーと比較す

る。なお、マンション敷地 lm＇当たり浸水区域

ダミーは、マンション 1戸当たり浸水区域ダミ

ーにマンション平均分譲価格をかけあわせ、貨

幣単位での 1戸当たり浸水区域ダミーを計算し、

これと 1戸当たり平均敷地面積をかけあわせる

ことにより算出した（表10）。

首都圏における浸水危険性の地価等への影響 25 



表11ーマンション分譲価格と過去5年間の浸水経験との関係

浸水回数 専有面積 階数 鉄道時間 徒歩時間 定数項

方法 l 0.0016 1.0203 0.0100 -0.1193 0.0534 4.3989 
（一 1.66) (250.83) (54.03) (-68.38) (-43.97) (241.32) 

方法 2 0.0007 1.0202 0.0100 0.1187 -0.0537 4.398 
(0.61) (250.80) (53.94) (-68.05) ( 44.10) (241.26) 

Number of obs=31928 
方法1: F(28,31899）ニ6331.2焔，AdjR2=0.8474，方法2:F(28,31899)=6330.70,AdjR2=Q.8474 

これによると、マンション敷地 1ぱ当たり浸

水区域ダミーは、実際の地価から推計された浸

水区域ダミーに比べ、多摩川浸水区域、荒川浸

水区域で2倍から 3倍程度と非常に大きい値と

なった。同じ土地 lm＇に関する浸水区域ダミー

からこうした違いがでることから、マンション

分譲価格は、地価から単純に想定される負の影

響以上に強い影響を受けていることとなる。

この原因としては、①マンションの建築物の

浸水区域内外での同質性を仮定したが、実際に

はこうした浸水危険性の高い地域には高品質高

価格の建築物の需要が少なく、結果として低品

質低価格の建築物が建設されている可能性があ

ること、②地価分析では用途区分が商業地域、

工業地域であるものが含まれていないなど分譲

価格分析とは異なる部分があることなどが考え

られる。

5浸水被害を受けた地域とマンション

分譲価格

次に浸水被害を受けた地域におけるマンシヨ

ン分譲価格への影響を分析する。浸水被害を受

けた地域は東京都の浸水実績図のデータを用い

ることとする。したがって対象地域は 3河川流

域のうち東京都内のみである。

地価分析同様、関数型は対数線型を用い、過

去の浸水の影響に差がない場合（方法 1）、過

去の浸水の影響が定量的に減少する場合（方法

2）の 2つの方法により推計を行なうこととす

る。

推計結果は表11のとおりであり、方法 I、方

法2で結果に違いがでたが、いずれにせよ浸水

実績が分譲価格へ与える影響は、地価に比べる
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とかなり弱いと考えられる。

次に過去5年間で3回以上浸水被害を受けた

地域におけるマンション分譲価格の影響を分析

することとする。関数型は対数線型であり、推

計結果は表12のとおりである。これによると、

一定以上の浸水頻度の高い地域においては、地

価のみならずマンション分譲価格にも負の影響

が見られ、その有意性も高くなっている。

マンション分譲価格の場合、浸水頻度が大き

くなるほど段階的に価格が安くなるというほど

の厳密な相聞はないものの、頻度が一定以上あ

る場合には負の相関がみられた。ただし浸水実

績と分譲価格の相関は弱く、分譲価格に関して

は、内水氾濫に対する危険性の影響は破堤に対

する危険性に比べかなり小さいようである。

また、この浸水3回以上ダミーを用いて、各

階ごとに分析する。浸水3回以上ダミーは、 3

階以上で－0.0599 ( t値－8.76）、 2階で

0. 0554 ( t値 3.68）、 1階で 0.0516(t

値一2.41) であり、係数値は各階ほとんど変わ

らなかった。

最後に浸水実績のマンション分譲価格への影

響を地価への影響と比較する。

前節と同様、浸水被害を受けた地域の内外で

マンションの建築物には何ら変わりがないと仮

定し、マンション敷地1ぱ当たり浸水3回以上

ダミーを求める。これによるとマンション敷地

1 m＇当たり浸水 3回以上ダミー（ 7万2968.5

円）は、地価から推計された浸水3回以上ダミ

ー (1万7805.5円）に比べ、 4倍程度と非常に

大きい値となった。したがって、マンション分

譲価格は、浸水実績面から推計しでも、地価か

ら単純に想定される負の影響以上に強い影響を



表12ーマンション分譲価格と過去5年間に3回以上の

浸水経験との関係

係数 t 値

浸水3回以上 0.0579 9.64 
専有面積 1.0198 251.05 
階数 0.0101 54.19 
鉄道時間 0.1216 69.52 
徒歩時間 0.0524 ~ 43.20 
定数項 4.4073 241.85 

Number of obs= 31928 
F(28.31899) = 6352.39、AdjR2士 0.8478

受けていると考えられる。

まとめ

本稿では首都圏の浸水危険性を浸水想定区域

等、浸水実績の 2つの指標からとらえ、それが

地価、マンション分譲価格へどのような影響を

及ぽしているかを分析した。

まず、堤防の決壊を前提とした多摩川流域、

荒川流域の浸水想定区域については、浸水区域

と地価には強い負の相闘が見られた。一方、中

小河川の越水、内水氾濫を想定した都河川流域

の浸水予想区域については、浸水区域と地価に

は比較的弱いものの負の相関が見られた。

また、内水氾濫が主な原因である過去の浸水

実績と地価には強い負の相闘がみられ、しかも

過去5年間の浸水回数が多くなるほど地価への

負の影響が大きくなるとの結果が得られた。

次に、浸水想定区域とマンション分譲価格の

関係については、多摩川流域、荒川流域の浸水

想定区域ではマンション分譲価格には強い負の

相関が見られた。一方、都河川流域の浸水予想、

区域については、浸水区域とマンション分譲価

格には相闘が見られなかった。ただし、想定浸

水深のもっとも深い地域では負の相聞が見られ

’？ ＂」。

また、過去の浸水実績とマンション分譲価格

については、浸水回数が多くなるほど分譲価格

が低下するといった厳密な関係は得られなかっ

たものの、繰り返し浸水被害にあっている地域

については負の相関が見られた。

なお、マンションを階数別に考えた場合、浸

水想定区域等、浸水実績のいずれでも浸水危険

性の分譲価格への負の影響が低層階ほど大きく

なるという関係はなかった。

また、こうした分譲価格への負の影響は土地

部分から単純に考えられる負の影響以上に大き

いものであった。

今後は、今回の分析で明らかになった点のう

ち、都河川浸水区域の負の影響が小さいこと、

マンションで上層階でも負の影響を大きく受け

ること、マンション分譲価格の負の影響が土地

部分から考えられる以上のものであることなど

について、その原因をさらに分析していくこと

が必要であろう。

また、浸水想定区域等が公表されて以後、地

価、分譲価格への影響がどのように変化してい

くかについても調べていくことにしたい。

＊本稿作成にあたり、金本良嗣先生をはじめ住宅経

済研究会に参加された方々から有益なコメントをいた

だいた。お礼申し上げる。
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研究論文

持家資産の有無が家計の消費
と労働供給行動に及ぼす影響
コホート間比較の視点から

周燕飛

はじめに

現在、税制上の理由などから、日本では持家

資産は依然として預貯金や株式などに比べて有

利な面I) （野口2003）を持っているが、住宅資

産デフレ減少が続く中では、当然、以前のよう

に投資資産として住宅をみる見方は少なくなっ

てきている。例えば、国土交通省土地・水資源局

が実施している『土地問題に関する国民の意識

調査』によれば、「土地が有利な資産だと思うJ

と答えた者の割合は2004年で全体の32.9%に過

ぎず、 1993年の61.8%からほぼ半減している。

しかしながら、地価下落が10年以上続いてい

た現在でさえ、国民の持家取得意欲がさほど減

退していないことは特筆すべきかもしれない。

同じく『土地問題に関する国民の意識調査』の

2003年調査では住宅の所有意識について尋ねて

いるが、「土地・建物については、両方とも所

有したい」と答えた者の割合は、 10年前の1993

年と同じく 80%台前半となっている。また、こ

れを裏付けるように、実際の持家率も1993年の

59.8%から2003年の61.2%へと小幅ながら上昇

している（総務省『住宅・土地統計調査』）。

こうした住宅資産デフレ下における持家率・

持家取得意欲の高さの背景には、日本の家計に

おける住宅購入は、資産選択の側面のほか、決

まった年齢で購入行動を行なうというライフサ

イクル的な側面も強いことがある。住宅金融公

庫『平成14年度公庫融資利用者調査報告』によ

ると、マイホーム（新築）取得者の約 7割は30
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代と40代のコホートに集中している。その原因

として、①日本では、住宅を購入する際に、一

般的に住宅価格の 1～2割の頭金を支払う必要

があるため、頭金の貯蓄期間が最低でも 5～10

年をかかること（森泉2000、Maki1993）、②フ

ァミリ一層向けの良質な賃貸住宅が不足してい

るため（島田2003）、子供の出生と成長に伴っ

て30代と40代のファミリーがより広く快適な家

を求めるためにマイホームを購入するニーズが

高まることがあげられている。

このように、ライフサイクル的な需要から、

住宅価格がバブルで高騰していた時期

(1987～91年）やその後の住宅資産価格の下落

時期（1992年以降）にマイホームを購入した比

較的に若い世帯は、現在、大きなキャピタル・

ロスを被っていると考えられる。これはそれ自

体、生涯資産（恒常所得）の下落であるが、そ

れ以外に、住宅担保価値の下落が、住宅の買い

替えや老後資金調達（例えばリパースモーゲー

ジの利用）を行なう際の融資能力を低下させる

というルートで、借入制約として家計に影響し

ていると考えられる。

そこで、本稿は1991年から2003年までの家計

データを用いて、コホート間比較の視点から持

家資産の有無による消費行動と労働供給行動の

差異を分析することにした。なお、コホート問

比較という視点は、住宅購入におけるライフサ

イクル的な側面をとくに重視したものである。

すなわち、住宅資産価格のバブルがあったとさ

れる1987年以降にマイホームを入手した比較的



若いコホート世帯は、その以前に住宅を入手し

た比較的年配のコホート世帯との聞に、消費と

労働供給行動にギャップがあるかどうかという

観点、で検証を行なう。

lデータ

本稿において用いるデータは、金融広報中央

委員会が実施している「家計の金融資産に関す

る世論調査戸（1991～2003年）である。

「家計の金融資産に関する世論調査」の調査

対象は、層化 2段無作為抽出法より全国から選

ばれた世帯員 2名以上の6000世帯（各年同様）

である。抽出された調査対象に対し、調査員が

調査票を持参して調査目的などを説明のうえで

記入を依頼し、数日後調査員が再び訪問して記

入済みの調査票を点検、回収するいわゆる留置

面接回収法で調査が行なわれている。有効回答

数が各年とも4000世帯前後であり、 1991年から

2003年にかけて合計5万4610世帯のサンプルが

得られた。

「家計の金融資産に関する世論調査jでは、

家計の消費、貯蓄状況以外に、住宅ローンの支

払額や残高額、資産と負債のバランスまたは世

帯主と配偶者の就労状況などについても質問を

行なっているため、本稿のテーマにとっては望

ましいデータセットである。

2既存研究と実証モデル

家計の住宅取得行動に関する研究は、内外問

わず数多くの文献がある。しかしながら、これ

らの研究の多くは、住宅購入決定における諸要

因（住宅価格、頭金貯蓄、流動性制約、私的移

転など）をテーマとしており、住宅購入後にお

ける家計の行動分析に触れるものは少なかった。

例えば、森泉（2000）は、パフツレ期の住宅価格の

上昇と貯蓄率の関係に焦点を当て、住宅価格の

著しい上昇が、人々に住宅資産の取得を諦めさ

せるか否かを分析している。その結果、バブル

が起きたとされる1980年代後半の住宅価格上昇

によって、人々が住宅取得を諦めてしまい、頭

しゅう・えんぴ
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年大阪大学大学院国際公共政策

研究科博士課程終了（博士）。

国立社会保障・人口問題研究所

客員研究員を経て、現在、（独）

労働政策研究・研修機構研究員。
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みた保育待機児問題」ほか。

金の貯蓄が不要になったために消費が増えると

いう「諦め効果」が確認されている。また、下

野（1993）、 Guiso and J appelli (2002）および

Engelhardt and Mayer (1998）は世代間所得移

転、つまり親からの住宅資金贈与が子供世帯の

住宅資産の蓄積および住宅購入の時期におよぽ

す影響を分析している。さらに、 Hayashi,Ito 

and Slemrod (1988）は住宅購入の視点から日

本の高貯蓄率の原因を分析し、日本の金融市場

が不完全のため、巨額の頭金を用意するための

家計貯蓄が日本の家計貯蓄率を引き上げるもっ

とも重要な原因だと結論づけた。

本稿では、上述の先行研究とはやや異なる視

点から住宅購入後の家計行動に焦点を当て分析

を行なう。とくに、住宅資産デフレによってバ

ランス・シートが皇室損した可能性の高い若い年

齢コホート世帯において、持家・非持家世帯聞

における消費と労働供給行動の差異があるかど

うかという観点から分析を進める。

まず、以下の消費関数（（1）式）を用いて、持

家世帯と非持家世帯における消費行動の違いを

検証する。もちろん、住宅取得行動自体「内生

変数」であるから、持家の有無（T）は、持家

確率関数（（2）式）を推計し、そこから得られた

予測値（＇t）用いて推計することにする。

消費関数

log( Ci）＝α。＋α，'t + azlog(Li) + Xγ＋εI (1) 

持家確率関数

T~ 二bo十b,dlpi 十Xδ＋v1

Ti=l H>Oのとき

T1=0 それ以外

(2) 

（持家の場合）

（非持家の場合）

上式で、 Cは年間消費額3）、 Lはローンの残
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表1一年齢コホート・持家の有無別債務超過の不安を抱えている世帯の割合
（%） 

コホート別
2001年 2002年 2003年

持家 非持家 持家率 持家 非持家 持家率 持家 非持家 持家率

1926～35年生まれ 8. 7 9.9 88.6 8.3 6.7 88.l 7.6 10.3 89.5 
1936～45年生まれ 18. 7 28.0 86.3 13.4 18.2 86.9 20.0 21.5 86.9 
1946～55年生まれ 28.8 20.0 79.5 30.1 20.4 81.0 31.9 21. 7 81.0 
1956～65年生まれ 38.0 19.9 67.6 42.5 19.5 69.6 46.4 22.1 67.9 
1966～75年生まれ 36.2 13.8 47.2 36.9 13. 7 40.0 41.0 15.7 41.3 
1976～80年生まれ 11.1 12.2 10.8 25.0 17.7 17 .2 38.5 19.0 13.4 

コホート言十 24.l 16.9 73.3 24.2 16.0 72.l 28.6 18.9 72.0 

注 1）「債務超過」の不安を抱えているとは、“住宅ローンなどの借り入れがある一方、資産（持家もしくは金融資産）の値下がりが激しく、

資産と負債のパランスが崩れて不安を抱えている”（「家計の金融資産に関する世論調査」における表現）状態のことである。

2）相続または贈与によって住居を入手した世帯を除いた集計結果である。

高4）、 Xは一連の外生変数（世帯年収、世帯の

金融資産総額、世帯員の数、世帯主の職業ダミ

ー、年次ダミー、住宅資産相続の有無ダミー、

6～18歳子供の有無ダミー）である。一方、

dipは居住地の住宅用地価格の平均変動率（識

別変数）であり、持家取得確率に直接な影響を

与えるが、消費額には直接に影響しない変数と

想定する。

上記の消費関数をそれぞれのコホート世帯に

ついて推計を行ない、どのコホートにおいて持

家世帯と非持家世帯の消費行動が異なるかとい

う点を、係数値の比較によって分析する。住宅

資産デフレの影響を受けた比較的に若いコホー

トについて、 Tの係数 a1が「負」になると予

想される。

一方、持家世帯と非持家世帯における労働供

給行動の違いについても、同様の 2段階推定モ

デルを用いて検証する。すなわち、コホート別

に共働き確率関数（（3）式）の推計を行なう。こ

の場合も、持家取得行動の内生性を考慮して、

持家確率関数（（2）式）の推計から得られた予測

値 Ci'）用いることにする。

共働き確率関数

ト世帯について推計を行ない、コホート間で持

家世帯と非持家世帯の労働供給行動が違うのか

どうかという点を分析する。比較的若い持家の

コホート世帯について、住宅資産デフレによっ

て生じたキャピタル・ロスもしくは家計のバラ

ンス・シートの皇室損を補うために、共働き率が

高くなると予想する。つまり、これらのコホー

トにおいては、 Tの係数 C1が「正」になるこ

とが期待される。

3分析

記述統計

まず、消費・労働供給行動の分析に先立ち、

表1は「家計の金融資産に関する世論調査」に

ある債務超過に関する不安を指標化したもので

ある。具体的に「債務超過Jの不安を抱えてい

るとは、「住宅ローンなどの借入れがある一方、

資産（持家もしくは金融資産）の値下がりが激

しく、資産と負債のバランスが崩れて不安を抱

えている」という質問に対して肯定したサンプ

ルの割合を取っている。これをみると、 1945年

生まれ以前の比較的年配のコホートにおいては、

持家世帯は非持家世帯より資産と負債のパラン

Dit二 co+c11'1+c2L1＋λ＇X十U1 (3) スが崩れるいわゆる「債務超過」の不安を抱え

DI1ニ 1 Dit>Oのとき（共働きの場合）

DL=O それ以外 （非共働きの場合）

ここで、 Dliは共働きダミー、 Xは一連の外

生変数（世帯員の数、金融資産額、住宅ローン

の残高、年次ダミー、都市規模ダミーなどの変

数） 5）である。「消費抑制行動j仮説の検証と同

様に、上記の労働供給関数をそれぞれのコホー
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る世帯の割合が少ない。しかしながら、 1946年

生まれ以降の比較的に若いコホートにおいては、

「持家世帯」は「非持家世帯Jより「債務超過」

の不安を抱える確率（以下「債務超過不安確

率」とする）が逆に高くなっている。そのうち、

住宅購入の有無によって家計のバランス・シー

トへの評価にとくに顕著な差が見られるのは、



図1 コホート・持家の有無別世帯の消費額の推移（1992～2003年）

（万円）
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世帯主が1956～65年生まれと1966～75年生まれ

のコホート世帯である。

まず、世帯主が1956～65年生まれの「持家世

帯」の中で、「債務超過jの不安を抱えている

世帯の割合は、年々増加しており、 2003年では

全コホート中最高の46.4%までに達している

（表 1）。一方、同年齢コホートの「非持家」世

帯における「債務超過j不安を抱えている世帯

の割合は、いずれの年においても20%前後に過

ぎず大きな差異が生じている。 1956～65年生ま

れのコホート世帯の多くは、 30代か40代で住宅

を購入していたとすれば、ちょうど80年代の後

半から90年代の前半に住宅を入手しているはず

であるから、キャピタyレ・ロス、ノfランス・シ

ートの皇室損がもっとも激しいコホートであると

想像される。

また、世帯主が1966～75年生まれの持家世帯

についても、「債務超過」の不安を抱えている

世帯の割合は、 2003年で41.0%と1956～65年生

まれのコホートに続く高さである。これに対し

て、「非持家」の同コホートの「債務超過不安

確率」は15.7%に過ぎない。 1966～75年生まれ

のコホート世帯の多くは、 30代か40代で住宅を

購入していたとすれば、年齢的には地価の長期

下落が続いた1990年代後半以降に住宅購入をし

た可能性が高い。これらの世帯にも、住宅資産

デフレによる深刻な影響があった実態が伺える。

図2 コホート・持家の有無別世帯の共働き率の推移(1992～2003年）
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次に、消費および労働供給行動の分析を行な

う。図 1と図2はそれぞれコホート・持家の有

無別に、世帯の消費額と共働き率の推移を示し

たものである。なお、情報が過剰にならないよ

うに、「超過債務」の不安を抱える割合がとく

に高かった 3つのコホート（1946～55年生まれ、

1956～65年生まれおよび1966～75年生まれ）世

帯だけを示している。

まず、図 1からわかるように、 1946～55年生

まれのコホートにおいては、「持家世帯jの平

均消費額は「非持家世帯」より 10～40%程度高

い。しかし、 1956～65年生まれのコホートとな

ると、「持家世帯」の平均消費額は「非持家世

帯jより依然として高いものの、その差は 2

～15%程度まで縮小している。さらに、

1966～75年生まれのコホートとなると、「持家

世帯」の平均消費額は「非持家jより低い年も

ある（1994年、 1996年、 2002年）。これは、若

いコホート世帯ほど、住宅資産デフレの影響を

受けており、持家世帯が住宅ローンを返済する

ために家計消費を抑制する行動をとっているこ

とを示唆するものである。

さらに図 2をみると、 1956以降生まれのすべ

てのコホートのほとんどの年において、共働き

率は、「非持家世帯jよりも［持家世帯Jが高

くなっている。ただし、ここからでは、もとも

と持家世帯が住宅ローンを返済するために共働

持家資産の有無が家計の消費と労働供給行動に及ぼす影響 31 



表2 2段階推計法を用いた年齢コホート別の消費関数の推計結果

被説明変数： Log(C) 1925年以前生まれ 1926～35年生まれ 1936～45年生まれ 1946～55年生まれ 1956～65年生まれ 1966～75年生まれ

持家確率（予測値） 1.012 1.0731 2.4677 2.5594 1.8194 -5.2345 
(0. 773) (0. 7伊！） (0.513）叫＊ (0.554)*** (0.656）叫＊ (1.875）叫＊

世帯員の数 0.0611 0.0777 0.0895 0.0384 0.0043 0.0115 
(0.030）叫 (0.022）帥＊ (0.020）.帥 (0.016)* (0.018) (0.047) 

log（世帯年収） 1.5702 1.6334 1.9271 2.0893 1.9980 2.6473 
(0.151）.件 (0.116）叫＊ (0.099）叫＊ (0.119)*** (0.169）特キ (0.294) *** 

log （金融資産額） -0.1115 -0.0843 0.0086 0.0785 0.0709 -0.1445 
(0.034)*** (0.042）帥 (0.029) (0.029）.ネ＊ (0.031）帥 (0.侃4）帥

log（住宅ローンの残高） -0.0436 -0.0002 0.0224 0.0210 0.0256 -0.0322 
(0.013)*** (0.000）.帥 (0.003）.判 (0.003）キキ＊ (0.003）＊件 (0.007）叫＊

住宅資産相続ダミー 0.2211 0.1898 0. 7201 。.8071 0.6051 1.6275 
(0.200) (0.185) (0.134）仲＊ (0.152)*** (0.203）＊特 (0.580)*** 

中都市ダミー 0.0518 0.0147 0.0060 0.0279 0.0218 0.0040 
(0.068) (0.054) (0.044) (0.045) (0.041) (0.083) 

小都市ダミー 0.1320 0.0367 0.1223 0.2438 0.0566 0.0773 
(0.102) (0.081) (0.064）キ (0.055）ホ＊キ (0.074) (0.187) 

郡部ダミー 0.3073 0.0285 0.2353 0.2653 0.1731 0.3781 
(0.080）叫＊ (0.101) (0.064) ＊叫 (0.061）叫＊ (0.087）件 (0.202)* 

世帯主の職業（自営業主） 0.1804 0.3233 0.3156 0.1308 0.1338 0.5122 
(0.144) (0.125)*** (0.124）判＊ (0.154) (0.336) (0.385) 

世帯主の職業（事務系職員） 0. 7325 0.3856 0.3509 0.3224 0.0146 -0. 7544 
(0.417)* (0.175）叫 (0.136）＊材 (0.160)** (0.341) (0.401) * 

世帯主の職業（労務系職員） -0.1289 0.3493 0.2445 0.1614 0.0989 -0. 7579 
(0.246) (0.170）帥 (0.129)* (0.159) (0.339) (0.410)* 

世帯主の職業（管理職） -0.1370 -0 5924 0.3457 0.1953 0.0818 -0.4060 
(0.146) (0.172）叫＊ (0.127）叫＊ (0.156) (0.336) (0.365) 

世帯主の職業（自由業） 0.1688 一0.4516 0.3116 -0.1328 0.1786 0.3028 
(0.182) (0.191)** (0.179)* (0.216) (0.344) (0.350) 

世帯主の職業（その他） 0.0954 0.0554 0.2218 0.1532 0.3180 0.0225 
(0.098) (0.096) (0.117)* (0.158) (0.335) (0.318) 

6～18歳の子供の有無ダミー 0.0655 0.1638 0.0131 0.1091 0.0074 -0.0371 
(0.122) (0.135) (0.070) (0.062）キ (0.051) (0.107) 

常数項 -2.3469 一2.2427 4.0206 4.6980 5.0242 5.5885 
(0.646) (0.539) (0.486) (0.556) ••• (0.808)*** (1.348) *** 

R-squared 0.246 0.199 0.249 0.239 0.275 0.311 
サンプル数 2383 5169 8157 7515 4705 1603 

注 1) ( ）内は標準偏差。＊、＊＊、＊＊＊はそれぞれ10%、5%、1%水準で有意。

2) 2段階推計法。ただし、第1段階の推計結果が省略されている。

3）年次ダミーの係数が省略されている。年次ダミーのベンチマークは1991年である。 1996年の調査データは消費額がわからないので、推

計から除外されている。

4）都市の類型のベンチマークは13大都市である。 「中都市Jと「小都市jはそれぞれ、 13大都市を除く世帯数が4万以上の市と世帯数が

4万未満の市のことを指す。

5）居住地の地価変動率とは、その世帯が特定の年 (1991～2003年のいずれか）において居住した地域（ 9個の行政地域のいずれか）にお

ける住宅用地の平均価格変動率である。

き率は高いのか、パブりレ崩壊後の住宅資産デ、ブ

レへの対応なのかを、区別することができない。

一方、 1946～55年生まれのコホートの場合、

「持家世帯」の共働き率が「非持家世帯」より

高いという傾向は1998年まで続いているが、そ

の以降の年においては両者の差がほとんどなく

なっている。

推計結果 l：持家確率と家計の消費額

さて、表2は世帯主の年齢コホート別に消費

関数を推計した結果である。これまでの議論に

より、若い年齢コホートほど、持家世帯と被持

家世帯の消費格差が顕著であると考えられるが、

32 季刊住宅土地経済 2005年秋季号

表 2の推計結果は、この予想、を裏付けるものと

なっている。すなわち、 1935年生まれ以前の年

齢コホートについては、持家確率（＇ i'）の係数

推計値a1は統計的に有意ではない一方、それ

以降の比較的に若いコホートについては、 a1

はマイナスで有意である。具体的には、

1936～65年生まれのコホートの場合、持家確率

が 1%ポイント上昇すれば、家計の消費額が

1.8～2.6%ポイント減少する。一方、 1966～75

年生まれのもっとも若いコホート世帯において

は、持家確率が 1%ポイント上昇した場合、家

計の消費額が5.2%ポイントも減少する。この

ように、比較的に若いコホートについては、持



表3-2段階推計法を用いた共働き関数の推計結果

変数名 1925年以前生まれ 1926～35年生まれ 1936～45年生まれ 1946～55年生まれ 1956～65年生まれ 1966～75年生まれ

持家確率（予測値） 0.1140 0.1580 -0.0489 0.6708 3.0984 2.9455 
(0.6308) (0.3749) (0.2381) (0.2634）＊＊ホ (0.3908)*** (0.8180)*** 

世帯員の数 0.0276 0.0481 0.0324 0.0781 0.0225 -0.2678 
(0.022) (0.014) *** (0.011）＊＊ホ (0.013)*** (0.017) (0.034)*** 

log（金融資産額） -0.0795 -0 0462 -0.0203 0.0381 -0.0710 0.0142 
(0.038)** (0.024)** (0.016) (0.017）帥 (0.021) *** (0.035) 

log（住宅ローンの残高） 0.0093 0.0174 0.0106 0.0147 0.0187 0.0211 
(0.008) (0.004）＊叫 (0.002）＊帥 (0.002)*** (0.003）＊材 (0.005）事件

住宅資産相続ダミー 0.0947 0.1178 0.0908 -0.0811 0.8667 -0. 7441 
(0.181) (0.106) (0.073) (0.085) (0.134) *** (0.294）＊キキ

中都市ダミー 0.1280 0.0238 0.0448 0.0642 0.0604 0.0514 
(0.084) (0.046) (0.030) (0.031) ** (0.040) (0.069) 

小都市ダミー 0.0410 -0.1163 0.0239 -0.0275 -0.1277 -0.1410 
(0.119) (0.070)* (0.046) (0.046) (0.062)** (0.118) 

郡部ダミー -0.0625 0.0438 0.1196 0.0115 0.0138 -0.2577 
(0.119) (0.076) (0.050) ** (0.053) (0.072) (0.145)* 

世管二五の職業（自営業主） 0.5022 0.2352 0.3012 0.2496 0.0986 0.9530 
(0.101）＊帥 (0.069) *** (0.068)*** (0.102)*** (0.166) (0.587)* 

世帯主の職業（事務系職員） -0.1659 0.5788 0.2746 -0.2102 -0.1061 1.0794 
(0.230) (0.111)*** (0.076）判事 (0.104）＊ネ (0.168) (0.590）キ

世帯主の職業（労務系職員） 0.1744 0.1823 0.0604 0.0304 0.0587 1.0967 
(0.192) (0.093) ** (0.073) (0.104) (0.169) (0.591)* 

世帯主の職業（管理職） 0. 7961 -0 6001 -0.4088 0.4618 0.5755 0.4320 
(0.234) *** (0.096)*** (0.069)*** (0.104) *** (0.167）帥＊ (0.597) 

世帯主の職業（自由業） 0.0221 0.2512 0.1487 0.0604 0.1256 0. 7210 
(0.148) (0.101）＊キ＊ (0.095) (0.104) (0.196) (0.623) 

世帯主の職業（その他） 1.4449 1.3346 0. 7779 -0.3511 0.4672 0.4658 
(0.098) *** (0.065）＊＊ホ (0.070）帥＊ (0.104）村＊ (0.166) *** (0.584) 

6～18歳の子供の有無ダミー 0.1706 0.0832 0.1512 0.1792 0.3917 0.5261 
(0.126) (0.083) (0.043) *** (0.104) *** (0.045)*** (0.093) *** 

常数項 0.0880 0.1285 -0.1588 0.4885 1.6495 2.2298 
(0.367) (0.224) (0.155) (0.104）キキ＊ (0.281) (0. 768) 

l.ogL 835.87 2481. 95 5991.52 -5778.78 3399.48 1082.53 
サンプル数 2848 5977 9566 8687 5415 1791 

注 1) ( ）内は標準偏差。＊、＊＊、＊＊＊はそれぞれ10%、5%、1%水準で有意。

2）第 l段階の持家確率のprobit推計にあたって、第2段階の共働き確率推計に用いたすべての説明変数のほかに、 6～18歳の子供の有量ダ

ミーも説明変数として用いた。ただし、第 I段階の推計結果が省略されている。

3）年次ダミーの係数が省略されている。年次ダミーのベンチマークは1991年である。 1996年の調査データは消費額がわからないので、推

計から除外されている。

4）都市の類型のベンチマークダミーは13大都市である。 「中都市Jと「小都市jはそれぞれ、 13大都市を除く世帯数が4万以上の市と世

帯数が4万未満の市のことを指す。

5）居住地の地価変動率とは、その世帯が特定の年 (1991～2003年のいずれか）において居住した地域（ 9の行政地域のいずれか）におけ

る住宅用地の平均価格変動率である。

家の確率が高ければ高いほど家計の消費額が低 ト世帯のみについて、持家世帯と非持家世帯聞

いことがわかるへ の消費格差が顕著であるという本稿の結果は、

もっとも、「持家世帯」と「非持家世帯jの 帰属家賃の問題からはさほど影響がないものと

消費格差が過大評価される可能性も否定できな 考えられる。

い。つまり、「持家世帯」のみが享受できる

「帰属家賃」が考慮されていないことにより、

格差が過大評価となっている可能性がある。残

念ながら、本稿で用いたデータセットからは

「帰属家賃」を推計することができないため、

本稿での過大評価を修正することが難しい。た

だし、持家世帯の消費額に対する過小評価とい

う問題は、若いコホートに限つての問題ではな

く、年配のコホートについて同様に起きている

はずである。それにもかかわらず、若いコホー

推計結果2：持家確率と家計の労働供給

一方、労働供給行動について分析した結果が

表 3と表 4に示されている。表 3は 2段階

Prob itモデルを用いて、年齢コホート別に

「労働供給関数」を推計した結果である。また、

その主要な説明変数の限界効果は表4に要約さ

れている。前述のように、若い年齢コホートほ

ど住宅資産デフレの影響を補うために、共働き

確率

持家資産の有無が家計の消費と労働供給行動に及ぼす影響 33 



表4一共働き関数のprobit推計における主要な変数の限界効果

変数名 1925年以前生まれ 1926～35年生まれ 1936～45年生まれ 1946～55年生まれ 1956～65年生まれ 1966～75年生まれ

持家確率（予測値） 0.016335 0.038920 

世帯員の数 -0.003959 -0 011853*** 

log（金融資産額） 0.011392＊市 -0.011370** 

log（住宅ローンの残高） 0.001335 0.004288＊キ＊

住宅資産相続ダミー 0.014075 0.029939 

注 1）表3の2段階推計より計算されたものである。

2）ダミー変数の限界効果は、 Pl1 Pl 0である。

ことが予想される。一方、住宅資産デフレの影

響がない比較的年配のコホートについては、こ

のような違いが見られないはずで、ある。

表3の推計結果は、上記の予想、を裏付けるも

のとなっている。まず、「持家確率jの係数の

符号を比較してみたところ、 1946年以降生まれ

の比較的に若いコホートにおいては、該当係数

は予想とおりに正で有意となっている。一方、

それ以前のコホートについては、該当係数は統

計的に有意ではない。すなわち、 1946年生まれ

以降の比較的若い年齢コホートに限って、「持

家世帯」の共働き率が「非持家世帯」より有意

に高くなっているのである。

また、共働き率の格差をみた場合（表 4）、

1946～55年生まれ、 1956～65年生まれと

1966～75年生まれのコホートにおいては、「持

家確率」が 1%ポイント上昇すると、共働き率

がそれぞれ0.27%ポイント、 1.18%ポイントと

1.06%ポイント高くなっている。これらのコホ

ート世帯が住宅資産デフレの被害を比較的受け

やすい時期に住宅を購入した可能性が高いので、

住宅資産デフレはこれらの世帯の共働き率を有

意に高めたと解釈できる。

4考察

1992年以降、日本の住宅価格は下落の一途を

たどってきた。その結果、 2004年現在、全国住

宅地の平均価格はすでに1987年の水準までに落

ち込んでいるへそのため、 1987年以降に住宅

を購入したすべての世帯は、住宅資産デフレの

影響があったと考えられる。また、日本では、

住宅購入の 8割以上は居住用であることや居住
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0.018878 0.267616キ＊＊ 1.175815常事＊ 1.064527キ＊＊

0. 012524 *** 0.031149*** -0.008546 0.096788帥＊

。007853 -0.015203帥 0.026934帥＊ -0.005144 

0.004110キ＊＊ 0. 005857*** 0.007109*** 0. 007641 *** 

0.035265 -0.032327 -0.273042＊＊事 0.217349＊キ＊

用住宅の購入にライフサイクル的な特徴（30代、

40代に集中）があることから、今回の住宅資産

デフレの影響が1946年生まれ以降の比較的若い

コホート世帯に集中している可能性が高い。そ

こで、本稿では1991年から2003年までの金融広

報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調

査」の個票データを用いて、年齢コホート別に、

持家・非持家世帯聞の消費と労働供給行動の差

異を比較してみた。

分析の結果、まず、 1935年生まれ以前のコホ

ートについては、持家と非持家世帯の家計消費

額に有意な差が見られないが、 1936年生まれ以

降のコホートについては、持家世帯の消費額が

有意に低いことがわかった。とくに、 1966～75

年生まれのもっとも若いコホート世帯において

は、持家資産の購入による消費抑制効果が顕著

である。次に、家計の労働供給行動については、

1945年生まれ以前のコホートでは、持家・非持

家世帯聞に共働き率の差がなかったが、 1946年

生まれ以降の比較的若い年齢コホートについて

は、［持家世帯」の共働き率が「非持家世帯」

より有意に高いことがわかった。最後に、「債

務超過Jの不安を抱える確率をみたところ、

1945年生まれ以前のコホートにおいては、持家

世帯は非持家世帯より「債務超過」の不安を抱

える世帯の割合が少ない一方、 1946年生まれ以

降の比較的に若いコホートにおいては、逆に

「持家世帯jが「非持家世帯」より「債務超過」

の不安を抱えていることがわかった。

さて、このように特定のコホートに住宅デフ

レの影響が強く出ているという結果から、どの

ような政策的なインプリケーションを得るべき



であろうか。住宅の購入行動は、個人の合理的

な選択の結果であるから、通常であれば政策介

入の余地はないものと考えられる。また、予期

せぬリスクに対しては市場から保険を購入する

という対応もある。しかしながら、住宅デフレ

のようにパブ、ル崩壊によってマクロ的にあるコ

ホートに生じたリスクは、コホート内でのリス

ク分散の余地が少なかったと考えられる。この

場合、コホート間（世代問）でリスクを分散す

る、つまり何らかの公的な政策的対応をとる余

地があるものと考えられる。

最後に、本稿の分析には多くの問題・限界が

あることも指摘しておきたい。もっとも大きな

限界は、本稿で用いたデータでは各家計の住宅

取得時期が直接わからないというものである。

このため、ライフサイクル的な行動に注目して

コホート聞の比較を行なったが、今後は新たな

データによって住宅取得時期を直接分析する方

向で研究がなされるべきである。また、「持家

世帯」のみが享受できる「帰属家賃」が消費額

にカウントされていないという問題もある。こ

のため、「持家世帯Jの消費額が過小に評価さ

れ、「持家世帯jと「非持家世帯」の消費格差

が過大評価される可能性も否定できない。これ

も、新たなデータによって解決すべき課題であ

り、今後の研究課題としたい。

＊本稿は、金融広報中央委員会のご好意により「家

計の金融資産に関する世論調査」の個票データを用い

ている。同委員会に厚くお礼を申し上げたい。鈴木亘

氏、阿部弥生氏には、多くのデータ使用上の助言をい

ただいた。また、本稿を作成するにあたって、チャー

ルズ・ユージ・ホリオカ氏をはじめとする金融広報中

央委員会報告会（2004年7月9日）の参加者、第124回

住宅経済研究会（2005年 2月1日）の参加者、隅田和

人氏および大竹文雄氏から有益なコメントをいただい

た。記して感謝したい。

｝王

1）預貯金から受け取った利子や株投資で得た収益に

は課税されるが、持家の「帰属家賃」には課税され

ない。

2) 1991年までは「貯蓄に関する世論調査」、 1992年か

ら2000年までは「貯蓄と消費に関する世論調査j、

2001年からは「家計の金融資産に関する世論調査」

という名称であるが、同様の設計のもとに継続的に

行なわれている調査である。ちなみに、 1990年以前

の調査では世帯の消費額が把握できないため、本稿

の分析に用いることを断念した。

3）消費額＝総収入ー貯蓄額借入金返済額土地住

宅購入費用。

4）持家世帯の中でもローン残高が多い世帯ほど、消

費を抑制する傾向があると思われる。

5）世帯年収は説明変数から除外している。その原因

は、妻の所得を含んだ世帯年収は、被説明変数の共

働き確率と同時に決定されている変数であるからで

ある。

6）若い年齢コホートほど、住宅ローン残高が多く残

されているため、持家世帯と非持家世帯の消費格差

が大きいというケースも考えられる。そこで、消費

関係を推計する際には、住宅ローン残高を別途コン

トロールした後の純粋な持家確率による影響をみる

ことにしている。

7）「共働きダミー」は、次の質問より直接に作られて

いる。「ご家族の就業状況は、次のうちどれにあたり

ますか」という質問に対して、選択肢 3「世帯主と

その配偶者が働いている」を選んだ場合にしその

ほかの場合に Oとしている。

8）国土交通省『平成16年版土地白書』 297頁。
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・調査研究リポー卜紹介／『ドイツの住宅・不動産税制』

住宅・不動産税制の日独比較

はじめに

今年6月に（財）日本住宅総合センター研究部編著

『ドイツの住宅・不動産税制』が出版された。この

研究に着手した時は2000年の税制を基礎にしていた

が、結局、同書では2004年時点の税制を基礎にして

解説をすることになった。個々の税制や実務の背景

となる制度等がかなり異なるため、その仕組み等を

理解するのに相当な時聞を要したためである 1）。

詳しい内容は同書をご覧いただきたいが、本稿で

は、日本の住宅税制との対比で注目すべき点を概説

してみたい。

l個人譲渡所得の原則非課税

(1）何よりもまず、ドイツの個人所得税では、現

在なお原則として個人資産の譲渡所得は非課税とさ

れている。例外的に個人資産の譲渡益に課税される

のは、取得から10年以内の譲渡行為のみである。ま

た、この場合も日本のような譲渡所得という所得類

型がないので「その他の所得jという所得類型とし

て課税される、という点においてわが国と決定的な

差がある。

わが国の不動産税制では、個人の資産は広く譲渡

所得の対象になり、法人への贈与などの場合にも

「みなし譲渡j課税問題が発生し、不動産譲渡と税

制が複雑に絡んでくるが、ドイツの原則非課税制度

はこれと対照的な制度である。このような税制が、

不動産市場や市民の不動産所有感にどのような影響

を与えているのか、実態分析を行なうことも必要と

思われる。

この原則非課税に対しては「不公平jという批判

が常にあり、 2003年改正でも検討対象になっていた

が、結局改正されずに現在に至っている。

(2）このことと関係するが、ドイツ所得税法には

譲渡所得という所得類型がないため、個人事業者が
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事業用資産を譲渡した場合は、「事業所得」（Ein-

ktinfte aus Gewerbebetrieb）として扱われる。日本

のように、個人の事業用資産の譲渡も譲渡所得とし

て課税しているわけではない。ドイツでは、個人の

私的資産の譲渡は原則非課税なのに対して、事業用

資産の譲渡は常に事業所得として課税対象とされて

いる、ということになる。それだけに、私的資産と

事業用資産の区別が実務上重要になっている。

(3）さらに、日本の不動産所得に対応する所得類

型として「賃貸所得jという所得類型がある。この

賃貸所得を生み出す資産は、基本的に私的資産に該

当することになるので、譲渡の場合は原則非課税と

なる。

(4）わが固ともっとも異なるのは、住宅手当

(Eigenheimzulage）が税法と連動しており、税務署

への申告を通じて税務署から支給されている点であ

ろう。

ドイツの住宅に対する配慮には手厚いものがあり、

特に現在では低所得者が居住用不動産を取得した場

合に住宅手当という形で補助を行なっている。ただ、

ドイツの財政不足も深刻で、この住宅手当も導入当

初と比較するとかなり縮小されてきており、理念通

りに推移してはいない。

2相変わらず低い評価額

ドイツの不動産税制の特徴は、税法上の不動産評

価額の著しい低さであった。この点も、改正がしば

しば検討され、 1995年の相続税の評価額違憲決定に

より、相続税については一定の引き上げがなされた

が、不動産税等について相変わらず時価とかけ離れ

た低い評価額が適用されている。主な留意点を記し

ておこう。

(1）まず、わが国では不動産等の税法上の評価額

については税法では「時価j という抽象的な基準し

か定められておらず、具体的な評価方法等は通達



（財産評価通達）に委ねられているが、ドイツでは

税法上の評価について「評価法Jという特別の法律

があり、その法律の中で具体的な評価方法が定めら

れている。

(2) 1996年から、相続税については「不動産所有

価格」（Grundbesi tzwert）という新しい評価額が

採用されるようになったが、不動産税は、現在でも

あり、「5000万円十法定相続人の数×1000万円」が

控除されている。取得税方式を採用しているドイツ

にはこのような遺産に関わる基礎控除はなく、取得

者ごとに数種類の人的控除額が定められており、そ

の合計額が課税最低限ということになる。

(2）相続による遺産取得者の基礎控除等の人的控

除は被相続人と相続人および贈与者と受贈者の親等

「統一価格jが適用されている。この評価額がきわ 関係の濃淡に応じて異なっている。そのため、基礎

めて低いし、評価換えが事実上なされていないので、 控除は同ーの人からの相続・贈与ごとに保障されて

各自治体は賦課率（二税率）を調整することで価格 いる。例えば、贈与の場合、日本ではある人が1年

変動と財政需要の変動に対応している。 聞に取得した受贈額を合計した額が基礎控除を超え

(3）不動産の評価は、特殊な建物でない限りは、 ていれば課税されるが、ドイツでは父から贈与され

土地・建物一体的に収益価格を基礎に評価している。 た額が基礎控除額以下であれば課税されないし、母

いわゆる収益還元評価方式が原則となっている。し

かも、今なお、 1964年時点の価額ベースで評価され

ている。その意味で、わが国の固定資産税評価とは

雲泥の差がある。なお、相続税の場合は、相続開始

前3年間の平均賃料を基礎に収益還元評価がなされ

ている。

(4）したがって、不動産保有の税負担は確かに少

ないが、他方で、ドイツの自治体財政では受益者負

担金制度（道路等の地区施設の建設費の一部を土地

所有者が負担する制度2））が発達していることにも

留意しておく必要があろう。

3相続税は典型的な遺産取得税

ドイツにも相続税およびその補完税としての贈与

税がある点は同じである。しかし、課税方式が少し

異なるので次の点に留意すべきであろう。

(1）世界の相続税は遺産取得税方式（遺産を取得

した人に課税する方式）と遺産税方式（被相続人の

遺産に課税する方式）に分かれており、取得税方式

が多数でありドイツも典型的な取得税方式を採用し

ている。

遺産税方式はアメリカ等の少数の国しか採用して

いないのが現状である。

これに対して、日本は法定相続分課税方式に基づ

く遺産取得税方式という折衷的な方式を採用してい

る。取得税なのに遺産税的要素を加味しているので

から贈与された額が基礎控除額以下であればやはり

課税されない。父と母から贈与された合計額が基礎

控除を超えていたとしても、それは課税上意味がな

いことになる。

(3）このような被相続人・贈与者と相続人・受贈

者（納税義務者）の親等による差は、基礎控除だけ

ではなく、税率にも反映している。ドイツ相続税に

は親族関係に応じた 3つの税率表がある。納税者が

被相続人の子供であれば税率表 Iが適用され、相続

によって取得した財産の額に応じて税額が累進して

いしこれに対して、納税者が被相続人の兄弟であ

った場合には税率表IIが、また遺贈によって財産を

取得した第三者であった場合には税率表IIIが適用さ

れる。同額を取得した場合には税率表IIIから Iの順

に税負担は軽くなり、近親者の相続を税制面からも

配慮しているといえる。

(4）相続・贈与の基礎控除額が同額なので、生前

贈与による租税回避が容易になされることになる。

そこで、相続・贈与があった場合はその10年以内に

行なわれた同一人間の贈与額も加算して課税する、

いわゆる累積課税制度があることにも留意すべきで

あろう。 1年間に 5万 DM（ドイツマルク）贈与さ

れたものが、翌年同じ人からさらに10万 DM贈与

されると、その年の贈与税額は15万 DMから基礎

控除を控除して計算し、算出された税額から前年負

担した贈与税額を控除した額を払うことになる。
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(5）また、ドイツでは個人の譲渡所得が原則とし

て非課税なので、相続開始に際して被相続人の譲渡

課税の問題は基本的に生じない（日本では、限定承

認や法人への遺贈等に関連してみなし譲渡が問題と

なることがある）。

(6）また、事業用財産に対する高額の控除および

残額の 4割を課税対象から除くという事業承継税制

もあり、相続税収もあまり多くなく、税収全体の 1

%程度となっている 3) （わが国も税収はドイツ同様

それほど多くない）。

4 自治体ごとに異なる不動産税賦課率

不動産税は日本の固定資産税に相当する税である

が、ドイツの場合、日本で固定資産税とパラレルに

課税される都市計画税に相当する税目は存在しない

（その代わり負担金制度が発達している）。この税に

ついての留意点は次の点であろう九

(1）各自治体が定める賦課率は自治体ごとに相当

異なっており、しかも400～600%等の高率である。

これは、日本では土地、家屋の課税標準となる価額

は、固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格

に基づいて市町村長が決定し、原則として 3年ごと

に評価替えがなされているのに対し、ドイツにおい

て税額算定の基礎となっている「統一価格jは、い

まだに旧西ドイツでは1964年時点、旧東ドイツでは

1935年時点のものにとどまり、評価額が低いままで

あるために、賦課率の操作で自治体財政需要に対応

させてきたからである。

(2）日本の固定資産税は土地と家屋とに分けて課

されるが、ドイツの不動産税においては戸建住宅で

あっても土地と建物を区別して課税する方法はとら

れていなしミ。土地と建物は不可分のものと見なされ、

「建物付きの不動産」として一本化して課税される。

その課税標準である租税算定額は評価法に基づく統

一評価額を基礎に計算され、通常収益価格方式で評

価されている。

(3）不動産税の非課税対象は少なく、農林業用不

動産と一般の不動産が課税対象であるが、税収では

農林業は 5%程度でしかない。
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5 不動産取引と売上税・取得税

不動産の取得が行なわれた場合に、不動産取得税

と消費税の関係が問題になるが、ドイツでは両者の

関係が次のように明確に区分されているといえる。

(1）不動産取得税法が適用される不動産の売上に

ついては、売上税が非課税となっている。つまり、

不動産取得税と売上税の二重課税問題はなしこの

点がわが国の不動産に係わる消費税と基本的に異な

っている。したがって、不動産取引には原則として

売上税がかからないが、その反面仕入税額控除もで

きない。そこで、仕入税額控除を適用したい納税者

は一定の前提条件の下で非課税の放棄をすることが

できる。

(2）不動産等の賃貸および用益賃貸による売上も、

売上税は非課税である。ある不動産の賃貸が賃貸借

契約・用益賃貸借契約といえるかどうかについては

事実認定が難しい問題も少なくない。とくにスポー

ツ施設の賃貸借については微妙な問題が多い。

(3）土地をまず取得し、その後建物を建築すると、

建物部分は売上税の対象となる（他方で、建物は不

動産取得税の対象にならない）。そこで、この売上

税分を仕入税額控除制度を通じて取り戻すための節

税テクニックが一時横行したが、現在は条件が厳し

くなり、規制されている。

(4）国内に不動産を有する会社の持分を取得し、

95%以上の持分を取得した場合には、その譲渡の原

因となった法律行為に対して、不動産取得税が課さ

れている。不動産所有を会社の株等の譲渡を通じて

移転する一定の行為も課税対象に含めていることに

なる。

(5）地上権も不動産と同ーとみなされている。地

上権の設定によって、建物所有権が移転することに

なるため、地上権の設定請求権を根拠付ける法律行

為は、不動産取得税法の課税対象とされているので

ある。

(6）不動産取得税の納税義務者は原則として、契

約当事者双方である。日本の場合は、取得者に納税

義務が課されているが、ドイツでは、譲渡者・取得



者の双方が納税義務を負い、両者の連帯債務とされ わからず、思わぬ誤解をすることがあるからである

ている。もっとも、実際には取得者が全額を負担す 5）。その意味で、同書は日独不動産税制の比較研究

ることが多い。 の第 1歩であり、今後の調査によってより一層充実

(7）不動産等の所有権移転に関わる法的行為に関 したものにしていく必要があるかもしれない。

与した官庁や取得者は、その情報を所轄の税務署に

報告しなければならず、取得税を納付し、所轄税務

署が発行する登記許可証を得て初めて、当該土地を

土地台帳に登記することができる。このように、登

記の前提要件に不動産取得税納付が組み込まれてい

る。

6比較の難しさ

以上はドイツの住宅税制を概観するときに、前提

においてほしいわが国との相違点である。

しかし、ここで指摘した相違点はあくまでも制度

上もしくは税法条文上の差異にすぎない。不動産取

引に税制が与えている影響や、税制の実際の差異を

本当に分析するには、本には書かれていないこと、

換言すれば、日本人には見えないドイツの諸前提を

理解する必要がある。そうしないと正確なところは

投稿論文募集

｝王

1) （財）日本住宅総合センターからは、平成 4年に『ド

イツの住宅税制』も出版されている。これは、ドイツ

で市販されている市民向けの住宅税制概説書を翻訳し

たものあった。

2）この問題についての詳細は、三木義一『受益者負担

制度の法的研究』（信山社、 1995年）を参照されたい。

3）ドイツの最近の相続税制を紹介したものとしては、

ほかに、渋谷雅弘「ドイツにおける相続税・贈与税の

現状」（『日税研論集』 56号155頁以下）などもある。

4）最近のドイツの不動産税を紹介しているものとして、

中平真・天野史子「ドイツの税制改正の動向と不動産

税（1）～（3)J （『地方税』 2004年3月号152頁～5月号

136頁）なども参照。

5）その意味で、川口マーン恵美『ドイツは苦悩する』

（草思社、 2004年）等も参考になる。

（三木義一／立命館大学法学部教授）

本誌では、住宅・土地に関連する経済学的な研究論文を募集いたします。投稿規定は下記のとおり

です。

1.投稿論文の内容は、住宅・土地に関連する経済学的研究の成果とする。

2. (1）本誌への投稿は、他誌に未投稿のものに限る。

(2）原稿は日本語で、おおむね12,000字以内とする。

(3）投稿者は、プリントアウトした原稿（A4) 2部、 FD(MS Wordまたはテキストブアイ

ノレ）を送付すること。なお、原稿・ FDは返却しない。

(4）採否については、 6カ月以内に審査委員会（学識経験者数名で構成）のレフェリー制によ

り決定し、採否を含む審査結果は速やかに投稿者に通知する。なお、原稿については、投

稿者に一部修正を求めることがある。

(5）投稿者の氏名・所属・連絡先（電話番号・メールアドレス）を明記すること。

3.原稿の送り先・問い合わせ先

財団法人日本住宅総合センター 『季刊住宅土地経済』編集担当

干1020083 東京都千代田区麹町5一7 秀和紀尾井町 TBRビJレ1107号

TEL: 03-3264 5901 FAX: 03 3239-8429 
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センターだより

⑨近刊のご案内
では十分に把握されていない。 に限定した上で、アンケートによ

本リポートは、このような状況 り実際のリフォーム工事実施事例

『リフォームによる経済効果に聞 に鑑み、当センターが、国土交通 を詳細に把握し、それをもとに各

する調査』 （近刊予定） 省および（掬三菱総合研究所との協 タイプのリフォーム工事の典型的

人口減少時代に突入しつつある 働・連携の下に実施した調査結果 なモデルを構築・提示している。

現在、住宅を取り巻く状況も大き である。「第 1章 リフォーム工 さらに、複数のリフォーム工事

な転換期に直面しており、住宅政 事の状況」、「第 2章 リフォーム 会社へのヒアリングを通じて、そ

策の制度的枠組みの再構築が検討 工事区分別のモデル工事の設定」、 れらの具体的な工事内容および工

されている。そのひとつの柱とし 「第 3章 リフォームによる経済 事金額の設定をふまえて、産業連

てクローズアップされているのが、波及効果」の 3章からなり、リフ 関表を用いることにより、リブオ

リフォームの推進による既存住宅 オームにかかわる基礎的資料およ ーム工事単体における経済波及効

ストックの利活用促進である。す びデータを収集・分析することに 果と10万戸のリフォーム工事が発

なわち、住宅のメインテナンスと よって、その経済波及効果を導 生した場合の経済波及効果を試算

機能・性能の質的向上を通じて中 出・検討している。 したものである。

古住宅流通を活発化し、住宅需給 経済波及効果算出の前提条件を 巻末には、参考資料として、モ

の適正なマッチングを目指しつつ、明確にするために、対象を戸建て デル工事ごとの工事費の算定基礎

より良い住環境と居住水準を実現 持家に絞り、リフォーム工事のカ や産業別生産誘発額ならびに雇用

することが志向されている。 テゴリーを、①段差の解消や手す 誘発数などを掲げている。

リフォーム動向の実態や市場規 りの設置などのバリアフリー化、 諸般の制約の中での検討結果で

模の時系列的変遷および将来展望 ②高気密・高断熱改修などの省エ あるが、ご活用いただければ幸い

等については既往調査が存在する ネルギー化、③構造躯体などの耐 である。

ものの、リフォーム工事そのもの 震補強、④老朽化対応や機能回復

に着目した経済波及効果は、現状 のための長期耐用改修の 4タイプ

編集後記

ナービー（蝶）とカトリーナ。 2

つの大嵐が、この夏の終わりに日米

を舞台に吹き荒れた。

テレビ画面に映し出されたニュー

オーリンズの町をみて、「これがア

メリカか？」とわが目を疑った。イ

ラク戦争との関係を指摘する声も少

なくないが、アメリカという国に厳

然とした貧富の差があること、避難

所にいるほとんどが黒人だったこと

に、大きな驚きを覚えた。

日本では「グチョル」（12号）が

関東を直撃し、次いで14号（ナービ
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一）が九州に上陸して、各地で大き

な被害をもたらした。直前の大雨で、

東京でも中野区や杉並区の一部で約

2000世帯が床上・床下浸水に見舞わ

れるなど大きな被害を被った。

中野区の妙正寺川にほど近い住宅

地に住む知人の Iさんの家も、床上

20センチまで浸水。午前零時頃、ひ

たひたと水が押し寄せてきて、床下

から入った水が畳を浮き上がらせた

と言う Iさんは、「このような都市

型災害は人災だ」と憤慨。まさに然

り 。（h)
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